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TNFDが2023年3月に発表したフレームワークのベータ版0.4は、2023年9月に予定されている最終提言前のファイナルドラフトであり、
TNFDフレームワークの核となる要素がすべて示されている。企業等においては、現時点での内容を把握したうえで、最終提言の発表
に備えておくことが推奨される。本稿では、ベータ版0.4のアップデート内容を踏まえ、TNFDフレームワークの全体像やポイントについ
て解説する。

本稿では、株式会社ウェイストボックス代表取締役である鈴木修一郎氏に、同社創業の2006年当時から現在までの国内外でのカーボ
ンニュートラルの情勢と、それを踏まえて企業に求められる脱炭素取組についてお話を伺った。あわせて、企業の脱炭素取組を支援する
MS&ADインターリスク総研のサービスを紹介する。

災害対応における新たな情報源として、SNSに投稿された情報などをはじめとした「ユーザー生成情報」をソースとする情報提供サービ
スが注目を浴びている。本稿では、ユーザー生成情報を基にしたAI緊急情報サービス「FASTALERT（ファストアラート）」を運営してい
る株式会社JX通信社代表取締役の米重克洋氏に、ユーザー生成情報の活用の現状や課題、今後の展望などについてお話を伺った。

2022年は岸田内閣による「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」の中で「人的資本をはじめとする非財務情報の見える
化」が掲げられ、内閣官房による「人的資本可視化指針」や経済産業省による「人材版伊藤レポート2.0」が発表されるなどまさに人的
資本元年であった。本稿では、人的資本経営や開示についての社会的要請が強まる中、MS&ADインターリスク総研が共催社として
実施した人的資本調査2022により得られた企業の取組実態や今後の展望を紹介する。

MS&ADインターリスク総研では、行政処分を受けた貸切バス事業者に義務化された「運輸安全マネジメント評価」を認定事業者として
実施している。本稿では、これらの評価結果から得られた事業者の取組課題を抽出・考察したうえで、運輸安全マネジメント制度に関す
る「運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン」（2023年3月改訂）への対応を含め、安全管理体制構築に向けた取り
組みのポイントについて解説する。

自然の有限性・希少性を意識し、自然を経済活動に必要な「自然資本」とみなす考え方が拡がるとともに、生物多様性の重要性、自然の
恵みである生態系サービスに注目が集まり、ネイチャーポジティブに向けた動きが進んでいる。本稿では、自然資本・生物多様性の考え
方、自然環境保全に課題がある分野について解説するとともに、世界的な取り組みや金融機関の動向および今後の展望について考察
する。
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1　RMFOCUS Vol.86 〈2023 Summer〉

要旨
▪ＴＮＦＤは2023年3月、フレームワークのベータ版0.4を発表した。同ベータ版は2023年9月に予定されている最終提言前

のファイナルドラフトであり、ＴＮＦＤフレームワークの核となる要素がすべて示されている。
▪自然関連リスク・機会は企業等の特定の地域における自然への依存やインパクトから生じうるため、リスク・機会の検

討にあたっては、バリューチェーンを通じて接点のある自然や生態系について把握したうえで、依存やインパクトなどの
関係性やそれに基づくリスク・機会を評価する必要がある。

▪これらのプロセスは多くの企業にとって経験が乏しく、ハードルが高いと想定されるため、部分的な範囲からでも、徐々
に検討を進めていくことが推奨される。

ＴＮＦＤ最終提言に備えて
〜 ベータ版0.4を踏まえたフレームワーク全体像の解説 〜

1．ＴＮＦＤフレームワーク
ベータ版0.4の発表

2021年6月に設立されたＴＮＦＤ（Taskforce on Nature-
related Financial Disclosures；自然関連財務情報開示タ
スクフォース）は、金融やビジネス上の意思決定への、自然関連
課題の反映のニーズが高まっていることを背景に、企業や金融
機関など（以下、「企業等」）が自然関連リスク・機会について管
理・情報開示をするためのフレームワークの構築を進めている。
2023年3月28日、ＴＮＦＤは4回目のドラフト版である、ベータ版
0.41）を発表した。ＴＮＦＤは2023年9月に最終提言を公表する
予定であり（図1）、本ベータ版はその前のファイナルドラフトと
の位置付けである。

2023年5月に開催されたＧ７広島サミットの首脳宣言にお
いても、ＴＮＦＤフレームワークへの期待が言及された。ベー
タ版0.4はドラフトとはいえ、フレームワークの核となる要素は
すでに示されているため、企業等においては、現時点での内容
を把握したうえで、最終提言の発表に備えておくことが推奨さ
れる。

本稿では、ベータ版0.4のアップデート内容を踏まえ、ＴＮＦＤ
フレームワークの全体像やポイントについて解説する。

【執筆者】
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
リスクコンサルティング本部 リスクマネジメント第五部
サステナビリティ第一グループ
上席コンサルタント　　　　　　　　　粟

あ わ が く ぼ

ヶ窪 千
ち さ

紗（左）

【監修／ＴＮＦＤタスクフォースメンバー】
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社
サステナビリティ推進部 ＴＮＦＤ専任ＳＶＰ
　　　　　　　　　　　　　　　　　原

は ら ぐ ち

口 真
まこと

（右）

 © TNFD 2023
【図1】ＴＮＦＤフレームワーク開発のタイムライン　　　　（出典：参考文献2））
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2．自然関連リスク・機会とは
 

ＴＮＦＤフレームワークの解説にあたり、まず自然関連リス
ク・機会について解説する。

ＴＮＦＤは、自然関連リスクを「企業等の組織や社会の自然
への依存、インパクトに関連して、組織にもたらされる潜在的脅
威」と定義している。また、自然関連機会は「自然へのポジティブ
インパクトの創出やネガティブインパクトの緩和によって、企業
等の組織や自然にとってポジティブな成果を生み出す活動」と
定義されている。

自然関連のリスクや機会は、図2のとおり、自然への依存やイ
ンパクトの双方から生じる可能性がある。例えば、ビジネス上
のインパクトドライバー注1）または外部からのインパクトによっ
て引き起こされる、自然の状態や生態系サービス（自然の恵み）
の変化は、それに依存しているビジネスにとってリスクとなる可
能性がある。また、自然に対するビジネスのインパクトによって 

生じる社会へのインパクトは、評判の悪化や地域のステークホ
ルダーとの関係性の悪化などのリスクにつながる可能性があ
る。一方、企業等が例えば自然や生態系サービスの損失を回
避・低減・緩和・管理するような取り組みは機会となる可能性が
ある。

ＴＮＦＤは自然関連リスクのカテゴリーを、図3のとおり整理
している。物理的リスクは、企業等が依存している自然が損失
することによるリスクであり、急性・慢性のリスクがある。移行リ
スクは、企業等の戦略・経営と、その経営を取り巻く規制や政
策、社会情勢の変化などとの間のずれによって生じるリスクで
ある。政策、市場、技術、訴訟、消費者の嗜好の変化など、自然
へのダメージを阻止・逆転させるための様々な動きが、移行リス
クにつながりうる。そしてシステミックリスクは、自然や金融・経
済などのシステム全体の破綻によって生じるリスクである。

また、自然関連機会のカテゴリーについては次頁図4のとお
り整理している。

© TNFD 2023
【図2】インパクトドライバー、自然の状態、生態系サービス、リスクと機会（出典：参考文献3）よりＭＳ＆ＡＤインターリスク総研仮訳）

【図3】自然関連リスクのカテゴリー　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：参考文献3）よりＭＳ＆ＡＤインターリスク総研仮訳）
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3．ＴＮＦＤフレームワークの全体像
ＴＮＦＤフレームワークの全体像と、ベータ版0.4でのアップ

デート概要は図5のとおりである。また、フレームワーク本体や
サマリーのほかに、ベータ版0.4で発表された文書類は次頁表1
のとおりである。

フレームワークは、開示すべき内容を示した「開示提言」、自然
関連リスク・機会を評価するための任意の手法である「ＬＥＡＰ

アプローチ」、自然関連の概念や用語の定義を中心に、シナリオ
に関するガイダンスや、セクター別ガイダンスなどの追加ガイダ
ンスから構成されている。

ベータ版0.4では、「開示提言」や「ＬＥＡＰアプローチ」に変更
があったほか、開示指標のドラフト版および、シナリオやリスク
評価、ステークホルダーエンゲージメントに関するガイダンスが
発表された。

 

【図4】自然関連機会のカテゴリー　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （出典：参考文献3）よりＭＳ＆ＡＤインターリスク総研仮訳）

© TNFD 2023
【図5】ベータ版0.4におけるアップデート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：参考文献2））
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4．一般要件と開示提言
⑴一般要件

ＴＮＦＤの開示提言・ガイダンスの全体構成は図6のとおりで
ある。開示のアプローチはＴＣＦＤ（Task Force on Climate-
Related Financial Disclosures；気候関連財務情報開示タ
スクフォース）にならって設計されているが、ＴＮＦＤ独自の特
徴として、開示全体にわたり前提となる考え方を六つの「一般
要件」として定めている点がある。

六つの一般要件（次頁表2）はベータ版0.4で発表されたもの
だが、全く新たな考え方を示すものではなく、過去のベータ版
を通じてＴＮＦＤが重視してきた内容を改めて整理したものと
なっている。
「1．マテリアリティへのアプローチ」は、企業価値に対する 

インパクトのみに焦点を当てた「シングル・マテリアリティ」や、
企業等だけでなく外部へのインパクトにも焦点を当てた「ダブ
ル・マテリアリティ」の考え方を含め、企業等が開示上のマテリ
アリティ（重要性）をどのように考えているかを説明するもので
ある。これは、ＴＮＦＤが各企業等の情報開示の志向や各法域
の規制上の要件を満たせるような、柔軟性のある枠組みを構築
することに重点を置いていることを背景としたものである。
「2．開示範囲」は、事業およびバリューチェーンのカバレッジな

ど、現在の開示範囲や、将来の開示範囲の拡大について説明す
るものである。ＴＮＦＤは、企業等が初めから全範囲で自然関連
情報開示を行うことの難しさを認識したうえで、段階的な対象
範囲の拡大を推奨しているため、このような説明が重要となる。
「3．自然関連課題の考慮」「4．地域（ロケーション）」では、

自然関連リスク・機会が企業等の特定の地域における自然
への依存やインパクトに起因して生じるという特性が反映 

Annex 4.2 Disclosure Implementation Guidance 開示実施ガイダンス
Annex 4.3 Disclosure Metrics Annexes 開示指標の別冊
Annex 4.4 Additional draft disclosure guidance for 

financial institutions
金融機関向けの追加開示ガイダンス草案

Annex 4.5 Financial institutions metrics supplement 金融機関向け測定指標の補足
Annex 4.6 Guidance on LEAP: Methods for assessing 

nature-related risks
LEAPに関するガイダンス：自然関連リスク評価の方法

Annex 4.7 Guidance on Response Metrics in the
Prepare Phase of LEAP

LEAPの「準備」フェーズにおける対応指標に関するガイダンス

Annex 4.8 Guidance on Target Setting 目標（ターゲット）設定に関するガイダンス
Annex 4.9 Draft Guidance on Engagement with 

Affected Stakeholders
影響を受けるステークホルダーとのエンゲージメントに関する
ガイダンス草案

Annex 4.10 Additional guidance on scenario analysis シナリオ分析に関する追加ガイダンス
Annex 4.11 Additional draft guidance on location

prioritization
地域の優先順位付けに関する追加のガイダンス草案

【表1】ベータ版0.4において発表された主な文書

（出典：参考文献3）よりＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

© TNFD 2023
【図6】ＴＮＦＤの開示提言・ガイダンスの構成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：参考文献2））
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されている。なお、「地域」は事業拠点の所在地などピンポイン
トなものではなく、そのつながりを含め、接している生態系の範
囲で考えることが重要とされている。これは例えば、ある地点で
発生した水質汚濁が、つながりのある生態系全体にインパクト
を及ぼす可能性があるためである。このような考え方を踏まえ、
自然関連リスク・機会の検討においては、バリューチェーン全体
を通じて、地域に基づく自然への依存・インパクトを検討するこ
とが重要となる。

「6．ステークホルダーとのエンゲージメント」では、自然関連
課題が往々にして周辺の地域社会やコミュニティにインパクト

を及ぼすことを踏まえ、開示全体を通じてステークホルダーエ
ンゲージメントを考慮すべきということが示されている。

⑵開示提言

ＴＮＦＤフレームワークの根幹となる「開示提言案」は、ベータ
版0.4でもいくつかの変更が加えられ、図7のとおりとなっている。

開示提言案は、ＴＣＦＤの構成やアプローチ、用語を踏襲し
つつ、自然関連課題の特性にあわせた調整が行われている。
開示提言の四つの柱では、ＴＣＦＤで「リスク管理」とされて 

1．マテリアリティへの
アプローチ

開示情報の利用者が、開示のコンテクストを理解できるよう、マテリアリティへのアプローチを提示する。
必要に応じ、外部の基準や規制要求との整合を図る

2．開示範囲 事業およびバリューチェーンのカバレッジや、ＴＮＦＤフレームワークのどの要素が開示されているかといっ
た、開示範囲を提示する。将来的な範囲の拡大の計画についても説明する

3．自然関連課題の考慮 自然関連リスクと機会の特定においては、自然関連の依存とインパクトの評価に基づいた検討を行う

4．地域（ロケーション） 自然関連の評価にあたっては、組織が自然と接点をもっている特定の地域を考慮することが不可欠である。
地域は、そのつながりを含めて生態系の範囲で考える必要がある

5．他のサステナビリティ
課題との統合

自然関連開示は、気候関連開示を含む他のサステナビリティ関連開示を考慮し、可能な範囲で統合する。 
他の課題との整合、貢献やトレードオフの可能性について認識する

6．ステークホルダーとの
エンゲージメント 開示全体を通じて、ステークホルダーとのエンゲージメントを考慮する

（出典：参考文献1）3）を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

【表2】ＴＮＦＤの一般要求事項

 © TNFD 2023
【図7】ＴＮＦＤの開示提言案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　（出典：参考文献2））
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いたものが「リスクとインパクトの管理」となっている。
開示提言案において、ＴＣＦＤと大きく異なる項目は以下の

とおりである。

①優先地域の説明（戦略 D）
戦略Dは、企業等がバリューチェーンを通じて接している「優

先地域」について説明するものである。「優先地域」は、具体的
には表3の基準の一つ以上に該当する地域とされており、バ
リューチェーンを通じて接点のある優先地域や、その特定方
法・使用したデータなどの情報を説明することが求められる。 
このような優先地域における企業等の依存・インパクトは、特に
重要なリスクや機会をもたらす可能性があることから、こうした
情報の開示が推奨されている。

②直接操業とバリューチェーンを通じた依存、インパクト、リス
ク、機会の管理（リスクとインパクトの管理 A・B）

「リスクとインパクトの管理」の推奨項目では、全体を通じて、
「リスク・機会」だけでなく、その原因となる「依存・インパクト」
も含めた、特定・評価・管理プロセスについての説明が推奨
されているのが特徴である。また、直接操業と上流・下流のバ
リューチェーンのそれぞれにおけるプロセスの説明が推奨され
ている。

　

③自然への依存・インパクトの測定指標（測定指標とターゲッ
ト B）
この項目は、ＴＣＦＤでは温室効果ガス排出量のスコープ1、

2、3の開示に相当する部分であるが、同じアプローチを自然に
は適用できないことから、ＴＮＦＤでは「依存とインパクトを評
価し、管理するために組織が使用する測定指標」を開示すると
の表現となっている。

測定指標について、ＴＮＦＤはベータ版0.4で、図8のような分
類をしている。測定指標はまず、評価に用いられる評価指標と、
開示対象となる開示指標に大別される。すなわち、評価に使用
した指標を必ずしもすべて開示する必要はない。

さらに、開示指標は中核指標と追加指標に分かれる。中核指
標は、自社に関連するものはすべて開示することが強く推奨さ
れているものであり、追加指標は、オプショナルに開示する指標
である。中核指標には、どのセクターにも関連する「グローバル
中核指標」と、特定のセクターに関連する「セクター中核指標」
がある。

ベータ版0.4では、「依存・インパクト」「リスク・機会」の開示
におけるグローバル中核指標のドラフトが次頁表4・5のとお
り提示された。このほか、追加指標も含む開示指標は、ベータ
版0.4で発表された「開示指標の別冊（Annex 4.3 Disclosure 
Metrics Annex）」で提示されている。

なお、このように開示のための中核指標が提示されたとはい
え、その内容のみを踏まえて、開示ありきで検討を進めること
はあるべき姿ではない。後述するＬＥＡＰも踏まえて、自社の依
存・インパクト、リスク・機会を分析したうえで開示すべき内容を
検討することが重要である。

また、これらの開示提言については、「開示実施ガイダンス
（Annex 4.2 Disclosure Implementation Guidance）」に、
より詳細なガイダンスが示されているため、その内容も確認す
ることが推奨される。

【図8】ＴＮＦＤにおける測定指標の分類　　　　　　　　　　　　　　  　（出典：参考文献1）を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

生態系の十全性 生態系の十全性が高い／生態系の十全性が急速
に低下している地域である

生物多様性の
重要性

国や国際条約で保護されている地域／重要生息
地／希少または局所的な生態系／絶滅危惧種が
生息している／ステークホルダーにとって重要で
ある　などの観点で重要な地域である

水ストレス 水ストレスが発生しており、利用可能な水の量や
質が低下している

重大な依存・
インパクト

組織がその地域で潜在的に重大な依存・インパク
トを有する

【表3】優先地域の選定基準

（出典：参考文献3）よりＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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5．自然関連リスク・機会検討のための
ＬＥＡＰアプローチ

前述のとおり、企業等が自然関連リスク・機会を特定するた
めには、バリューチェーンを通じた「地域」に基づく自然への依
存・インパクトの把握などが必要となる。一方で、そのような取
り組みは多くの企業にとって経験が乏しいものであることから、
企業の評価を助ける任意ガイダンスとして、ＴＮＦＤは「ＬＥＡ
Ｐ」アプローチ（次頁図9）を示している。

ＬＥＡＰは、企業が自然との接点を「発見（Locate）」し、依
存とインパクトを「診断（Evaluate）」し、リスクと機会を「評価

（Assess）」し、開示への対応を「準備（Prepare）」するための
アプローチであるが、その前に評価の範囲を決める「スコーピ
ング」のステップが設けられている。

⑴スコーピング

ＴＮＦＤではバリューチェーンを通じた検討が求められるが、
特に広範な事業を手掛ける企業等においては、最初から全事
業・バリューチェーンの範囲を分析することは現実的でない。 
そこでＴＮＦＤは、ＬＥＡＰで優先的に焦点を当てるべき範囲を
検討するための「スコーピング」のステップを提示している。

次頁図9のとおり、スコーピングではC1～C3の三つの問い
かけが提示されている（企業向け）。C1では、自社の直接操業
やバリューチェーンにおける主要な事業活動や資産がどのよう
なもので、どこに位置しているのかを検討する。C2では、直接操
業やバリューチェーンがカバーしているセクターや、位置してい
るバイオーム（生態系のタイプ）、特定のバイオームへの集中な
どを検討し、潜在的に重大な依存・インパクト・リスク・機会が
ありそうな分野がないかを考える。C3では、自然関連課題の検
討における自社の優先順位や、ステークホルダーの関心事項、 

自然関連リスク

C5.0 自然関連の1)物理的リスクと2)移行リスクにさらされる年間収益の割合および総額

C5.1 自然関連の1)物理的リスクと2)移行リスクにさらされる資産の割合および価値

C5.2 リスクレーティング（例：高・中・低）ごとに、リスクにさらされる資産価値または年間収益の割合および総額

C5.3 生態系サービスへの重大な依存または自然への高い影響をもつ、年間収益または資産価値の割合および総額

自然関連機会 C6.0 機会のタイプ別に、自然関連機会に割り当てられる資本の価値

【表4】「依存・インパクト」のグローバル中核指標

（出典：参考文献4）を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

気候変動 C1.0 GHG排出量 Scope1,2,3のGHG排出量（TCFD参照）

陸・淡水・海洋の
変化

C2.0 陸地/淡水/海洋利用変化の
合計範囲

陸・淡水・海洋の変化の規模（km2）（絶対値および前年比変化）
※生態系のタイプ別（変化前と変化後）、事業活動別

C2.1 優先生態系における
陸・淡水・海洋の変化

優先生態系における陸・淡水・海洋の変化の規模（km2）（絶対値および前
年比変化）
※生態系のタイプ別（変化前と変化後）、事業活動別

汚染物質・
汚染物質除去

C3.0 土壌に放出された汚染物質の
種類別総量

土壌に放出された汚染物質の種類別総量（t）

C3.1 排水量および排水中の
主要汚染物質の濃度

排水量（総量、淡水、その他）（m3または相当量）
および排水中の主要汚染物質の濃度

C3.2 有害廃棄物の総発生量 発生した有害廃棄物の総量（種類別）（t）

C3.3 非GHG大気汚染物質総量

タイプ別の非GHG大気汚染物質の総量（t）
•粒子状物質（PM2.5および/またはPM10）
•窒素酸化物（NO2、NO、NO3）
•揮発性有機化合物（VOCまたはNMVOC）
•硫黄酸化物（SO2、SO、SO3、SOX）
•アンモニア（NH3）

資源利用・再生

C4.0 水ストレス地域からの取水・消費 水ストレス地域からの総取水・消費量（m3または相当量）

C4.1 陸・海・淡水から調達する高リスク
自然産品の量

陸・海・淡水から調達する高リスク自然産品の種類別量（絶対量（t）、全体
に占める割合、前年比）

C4.2 優先生態系から調達する
自然産品量

優先生態系から調達する自然産品の種類別量・割合（絶対量（t）、全体に
占める割合、前年比）

（出典：参考文献4）を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

【表5】「リスク・機会」のグローバル中核指標
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評価における制約（財務や人材、データなど）、バウンダリーの
決め方（事業活動、地理的範囲、バイオームなど）を検討する。
これらの内容を総合的に勘案して、どのような範囲を優先的に
ＬＥＡＰで検討していくのかを判断することになる。

⑵自然との接点の「発見」

「発見」のフェーズでは、自社の直接操業やバリューチェーン
上の活動が接点を持っているバイオームや生態系を把握した
うえで、それらのバイオーム・生態系の十全性や重要性を把握
し、優先地域を特定する。重要性や優先地域の考え方について
は4．（2）①で述べたとおりだが、そのような検討を行うために
は、自社の事業活動や資産のある地域をマッピングしたうえで、
生態系の十全性や保護地域、絶滅危惧種の情報、水ストレスを

はじめ、様々な自然関連データと重ね合わせた検討を行うこと
が重要となる。

また、優先地域を特定するための自然の「重要性」に「潜在
的な依存・インパクト」の要素が含まれているとおり、必要に応
じ、「発見」、「評価」のフェーズを反復的に検討することも推奨
される。ＬＥＡＰは一方通行の「プロセス」ではなく、必ずしもＬ・
Ｅ・Ａ・Ｐの順に沿って検討を進めなければならないものではな
い点は留意されたい。

⑶依存とインパクトの「診断」

「診断」のフェーズでは、自然関連リスク・機会を評価するた
め、事業における自然への依存・インパクトを特定・分析する。
まずは各地域で、どのような生態系サービスに事業が依存して

© TNFD 2023
【図9】ＬＥＡＰアプローチとスコーピング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：参考文献2））
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いるのか、どのようなインパクトを与えているのかを検討したう
えで、それらの程度を分析することとなる。依存とインパクトの
分析では、ＴＮＦＤは「インパクトドライバー」「自然の状態」「生
態系サービス」の観点から評価指標を例示しており、様々な
データを踏まえて、これらの評価指標を分析することが推奨さ
れる。

⑷重要なリスクと機会の「評価」

このフェーズでは、「発見」や「診断」を踏まえ、事業において
どのようなリスク・機会があるのかを特定し、マテリアリティ（重
要性）の評価を行う。また、リスク・機会に対する既存の対応を
確認したうえで、追加のリスク・機会への対応を検討する。

ＴＮＦＤは、前述したカテゴリーで自然関連リスク・機会を
整理している。特定した依存やインパクトを踏まえ、このカテゴ
リーに沿ってリスク・機会を棚卸しし、図10のように、「リスクと
機会の財務的影響の大きさ（マグニチュード）」と「発生可能性」
のかけ合わせや追加のクライテリア（基準）をベースに各リス
ク・機会の優先順位を評価することとなる。

また、ＴＮＦＤはベータ版0.4で、リスク・機会の検討に関係
する、「シナリオ分析に関する追加ガイダンス（Annex 4.10 
Additional guidance on scenario analysis）」も公表し
た。同ガイダンスは、自然関連課題において、気候関連課題での

「1.5℃シナリオ」のような規範的なシナリオがないことを踏ま
え、各企業等がどのような考え方でシナリオを検討し、リスク・
機会につながるような将来の不確実性を検討すべきかといっ
た、シナリオ分析の方向性を提案している。

⑸対応し報告するための「準備」

このフェーズでは、「発見」、「診断」、「評価」のフェーズを踏
まえて、自社の事業における自然関連のリスク・機会について
の戦略・資源配分を検討するとともに、目標を設定し、開示内
容を検討する。ターゲット設定については、ＴＮＦＤはベータ版
0.4で「目標（ターゲット）設定に関するガイダンス（Annex 4.8 
Guidance on Target Setting）」を提供している。ガイダンス
では、どのような内容をターゲットとすべきか、ターゲットの測
定・追跡に使用する測定指標はどのようなものであるべきかと
いった、効果的なターゲット設定の考え方が説明されている。
また、ＴＮＦＤの測定指標カテゴリーや、昆明・モントリオール
生物多様性グローバルフレームワーク（ＧＢＦ）に沿った自然関
連ターゲットの例が示されている。

6．今後の展開
冒頭に述べたとおり、ベータ版0.4で、ＴＮＦＤフレームワーク

の核となる要素がすべて示された。今後は各主体からのフィー
ドバックを収集しながら、2023年9月の最終提言に向けた検討
が進められる。今後の主要な検討項目としては、セクターやバイ
オーム別の追加ガイダンスの充実や、ＴＮＦＤの例示的な開示
を含むケーススタディの作成、シナリオガイダンス・ツールの作
成などが挙げられている。

セクター別ガイダンスは、ベータ版0.4で発表されている「金
融」「鉱業・金属」「農業・食品」「エネルギー」セクター向けに加
え、「水産養殖」「化学・医薬品」「林業」「インフラ・不動産」「繊
維・アパレル」セクター向けを現在検討中であり、今後発表予定
である。

セクター別情報などの詳細情報の確認においては、ＴＮＦＤ
が整備しているオンラインでインタラクティブな「ＴＮＦＤダッ
シュボード」の活用が有効である。ダッシュボードでは、自身で
自社のセクターやＬＥＡＰの段階などを指定したうえで、関連す
るガイダンスや参考資料、データソースなどを閲覧できるよう
になっている。

ＴＣＦＤと異なり、ＴＮＦＤではオープンイノベーションのアプ
ローチが取られているため、2023年9月の最終提言を待たずに
試行的な検討を進めている企業も少なくない。自然関連リスク・
機会の検討は多くの企業にとってなじみがなく、ハードルが高
いものであるからこそ、最終提言の発表前から情報収集やデー
タの整備など、段階的に検討を進めておくことが推奨される。

以上

【図10】リスクと機会の優先順位付け　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：参考文献3）を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

参考文献・資料等

1）TNFD “The TNFD Nature-related Risk and Opportunity 
Management and Disclosure Framework Beta v0.4”2023.3

２）TNFD “The TNFD Nature-related Risk and Opportunity 
Management and Disclosure Framework Beta v0.4-
Sumarry”（日本語版）2023.3

３）TNFD Webサイト＜https://framework.tnfd.global/＞（最終
アクセス2023年5月26日）

4）TNFD “The TNFD Nature-related Risk and Opportunity 
Management and Disclosure Framework Beta v0.4 
Annex 4.3 Disclosure Metrics Annexes”2023.3

注）

1) TNFDは、「生産へのインプットとして使用される天然資源の測定可能な量、
または事業活動の測定可能な非生産物のアウトプット」と定義しており、例え
ば建設に使用される資源の量や、製品の製造により環境に排出される汚染
物質の量などが挙げられる
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本稿では、株式会社ウェイストボックスの鈴木修一郎社長
に、企業に求められる脱炭素取組というテーマでお話をうかが
いました。同社は国内初の中小企業向けSBT認定を取得した
企業であり、環境負荷、CO2排出量把握について先進的な知見
を有しています。

鈴木社長は2022年に設立された炭素会計アドバイザー
協会の代表理事でもあり、気候変動問題に関する実践的な
理論等に裏付けされた資格取得制度の構築・運営を行って
います。

1．（株）ウェイストボックスの創業からの
歩み

Ｑ．貴社の創業についてお聞かせください。

2005年に愛知県で開催された愛・地球博（テーマは「自然の
叡智」）を見て、これからは経済と環境の両立が重要であると感
じたことから、翌年の2006年に創業しました。

社名のウェイストボックスは「WASTE=ごみ、BOX=箱」、「ご
み箱」という意味です。単純にごみを出すのではなく、資源をリ
サイクル、循環させる日常生活を送ることができるようになると
いう意味を込めて、「循環するためのゴミ箱」という意味で名付
けました。

企業理念としては、循環するという環境があり、これ以上、地
球にダメージがないような経済を進めていきたい、一言でいう
と脱化石の社会を実現する、が主旨となります。

要旨
▪2017年にアメリカがパリ協定を離脱したことに企業が反発したことで、排出量算定や削減取組などの気候変動へ

の取組が加速した。
▪消費者の環境意識が若い世代を中心に変わってきており、化石燃料に依存したビジネスモデルは縮小していくこと

が予想される。そのような情勢において、大企業は排出量削減の中核として脱炭素取組を推進していき、中小企業
は社会の脱炭素取組のための要請に応じるほか、新たなビジネスモデルに適応していくことが求められる。

▪気候変動の影響は現実のものとなっており、既存社会を維持する排出量の「削減」ではなく、化石燃料に依存しな
い社会への「移行」を意識することが求められる。

企業に求められる脱炭素取組

株式会社ウェイストボックス
代表取締役　鈴

す ず き

木 修
し ゅ う い ち ろ う

一郎 氏

【聞き手】
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
リスクコンサルティング本部 リスクマネジメント第一部
リスクエンジニアリング第三グループ
主任コンサルタント　　　 　　　　 横

よ こ や ま

山 和
か ず ふ み

史

レジリエントでサステナブルな社会をめざして年間シリーズ

企
業

に
求

め
ら

れ
る

脱
炭

素
取

組
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2．昨今のカーボンニュートラルの情勢

Ｑ．創業当時の状況から現在までの情勢の変化をお聞か
せください。

創業当時の2006年、200７年は排出権の取引が主流でし
た。当時は国内外で排出権バブルがあり、1トン当たりのCER

（Certified Emission Reduction、認証された排出削減量）
の価格は3,000円～4,000円まで高騰しました。これが2008年の
リーマンショックで一気に暴落し、CERの価格は1トン当たり50
円でも売れなくなってしまいました。そこから10年間は民間企
業からの需要がほとんどなくなってしまいました。

CO2排出量を算定するというニーズの高まりは2018年以降
です。それまで唯一需要があったのがクレジット制度であり、民
間企業においてクレジットを作りたい、クレジットを使いたいと
いうニーズに対応していました。

Ｑ．1997年の京都議定書、2015年のパリ協定、2020年の日
本政府によるカーボンニュートラル宣言などの大きな
節目がありました。印象に残った出来事をお聞かせくだ
さい。

ターニングポイントは201７年、アメリカのパリ協定からの離
脱です。当初は、これから4年間は仕事がしばらく来ないと考え
ました。

ところが実際には真逆の動きとなりました。パリ協定から
の離脱に反発して、前政権の時代に取り組みを進めてきた企
業が中心となり、気候変動への取り組みが民間中心に加速し
始めました。これを契機に仕事の依頼は急増しました。例えば
Scope3の算定依頼ですが、201７年にはわずかな企業数の依
頼でしたが、2018年以降、倍々のペースで依頼が増えていきま
した。

2020年にかけてはScope3の可視化の依頼が大きな割合を
占めていきました。その後は情報開示へのニーズへとシフトして
いきました。

まずは漏れなくScope3全体を計算したうえで、削減目標に
対するプレッジを行い（Pledge、約束。SBT注1）に整合した取り
組み）、その後、本当に減らしていく取り組み（「削減の主張」と

呼んでいます）を行います。直近の2年間は削減の主張に関する
依頼が多くありました。

なお2022年度は特需的な要素（2022年4月以降、プライム市
場に上場する企業はTCFDに基づく情報開示が義務付け）から
TCFD注2）やCDP注3）に関する依頼が多くありました。

3．企業に求められる
カーボンニュートラルへの取り組み

Ｑ．消費者行動の変化はありますか。

消費者の意識は変わってきていると感じています。例えば売
り方ですが、昔であれば包装というのはとても大事にされてい
ました。しかし今では環境に配慮して包装を嫌う人達もいます。
今後はそういった環境配慮意識の高い方向けの商品開発を少
しずつ増やしていく必要があると思います。

いまや子供の教科書にSDGsというワードが当たり前に出て
くる時代です。そういった教育によりこれからは20代だけではな
く、より若い世代にSDGsは定着しつつあると思います。環境に
配慮した商品を購入するということが当たり前になってくると
思います。

Ｑ．これを踏まえたビジネスモデルの変更は必要でしょ
うか。

今の化石燃料に依存したビジネスモデルはこれ以上伸びず、
縮小していくでしょう。

その一つの例が化石燃料などの資源に関するペナルティの
強化です。無尽蔵にエネルギーを使って提供するサービスや、
化石燃料や資源を安く仕入れて大量に使うビジネスモデルで
は、立ち行かなくなるものと思います。

今のうちに、新たなビジネスモデルや商品を開発することに
軸足を移すことも考えなければなりません。
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Ｑ．カーボンニュートラルを踏まえたビジネスモデルの変
更は業種ごとに異なるものでしょうか。

業種ごとというよりは、大企業と中小企業で異なると思って
います。

大企業の場合には、排出量を算定して、情報開示に向き合
い、サプライチェーン全体でエンゲージメントをかけながらビジ
ネスを行うことが求められます。

中小企業の場合には、社会から求められる温室効果ガス
の削減に応じる必要があります。そこに対して新たなビジネス
モデルや商品を開発する活動が求められます。

Ｑ．企業のカーボンニュートラルに関連した投資活動はど
うあるべきでしょうか。

現時点では省エネ、再エネしか費用対効果が得られないと
思います。しかしビジネスモデルが変わることを前提にするなら
ば、CO2の吸着など新技術に投資すべきと考えます。例えば、省
エネ設備を導入することが脱炭素取組であるというのは間違
いではありません。しかしエネルギーの使い方が変わるというこ
とは省エネに取り組むことだけではなく、今のビジネスモデルを
変化させ、その状況に適合していくことが求められます。

また技術についていえば、以前は温室効果ガスの排出量可
視化はビジネスにはなりませんでしたが、急に需要が増えてき
ました。これは、環境価値が高まってきたためです。この動きと
関連して、安価で効率的に、かつ、地球へのダメージを与えな
い、さらにはSDGsとの不整合にならないような方法で大気中
のCO2濃度を下げることができるようになる技術が実用化され
るのであれば、そこには大きなビジネスチャンスがあるものと考
えます。

Ｑ．法制度との関連はどうとらえるべきでしょうか。

国内だけではなく、EUを始め、世界で法制度をとらえるべき
です。特に留意すべきなのが、繰り返しになりますが、化石燃料
を利活用することによるペナルティです。今後、化石燃料を安く、
大量に使うビジネスモデルは成り立たなくなるものと考えます。

4．最後に

Ｑ．読者に向けてのメッセージをお願いします。

物理的リスクは将来のことだと思っている方が多いのでは
ないでしょうか。しかし実際には、2015年ごろから高い頻度で、
物理的リスクは発生しています。海外では大規模な被害が発
生する洪水も頻発しており、既に我々の生活に影響を及ぼして
います。

現在のカーボンニュートラルは本質的なところが見えづらく
なってきています。大企業はサプライチェーンを含めた温室効
果ガスの削減、中小企業は需要の変化に適合することを考える
べきです。

温室効果ガスの排出量は「削減」ではなく、「移行」という言
葉が主流になってきました。化石燃料に依存したビジネスモデ
ルは今後、縮小していきます。エネルギーが変わること、今のビ
ジネスモデルが続くのではないこと、これらを前提に新しいビジ
ネスモデルに移行していくことが重要だと考えます。

以上

カーボンニュートラル取組に関する
MS&ADインターリスク総研のサービス

カーボンニュートラルは企業の規模の大小、業種
を問わず取り組む課題であるといえる。ＭＳ＆ＡＤ 
インターリスク総研は、2021年７月にＭＳ＆ＡＤインシュ
アランス グループ各社とも連携して「カーボンニュート
ラルサポート」をリリースした。さらに2022年11月には企
業のニーズと最新状況を踏まえ、支援内容を充実させリ
ニューアルした。大企業から中堅・中小企業まで、すべて
の取り組みフェーズにおいて支援ができるように、外部
専門機関と適宜連携しながら提供できるものとして開
発した。

メニューの具体的内容は次頁表1のとおりである。
CO2排出量算定ツールの提供（メニュー2-5）、削減計画
策定支援（同2-6）、電気自動車導入計画策定支援（同
2-７）、CFPの算定/LCAの実施支援（同2-8）、クレジット
創出支援（同3-3）を新たに追加した。

メニューの具体的内容は次頁参照 ▶︎

企
業
に
求
め
ら
れ
る
脱
炭
素
取
組
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段階 No. メニュー 概要

導入

1-1 セミナー・勉強会支援 カーボンニュートラル（CN）に関する基礎事項や最新動向などの勉強会を実施

1-2 よろず相談 CNに興味がある、取り組みたいというお客さまに対して、対面あるいはリモート
でMS&ADインターリスク総研コンサルタントがCN関連のあらゆる相談に対応

戦略

2-1 CO2排出量／削減量
簡易算定

エネルギーに関する使用量のデータを基に、エネルギー起源のCO2排出量を算
定。MS&ADインターリスク総研コンサルタントによる算定のサポートや報告会の
実施も可能

2-2 温室効果ガス詳細算定
（Scope1、Scope2）

国際的な算定基準（GHGプロトコル）に基づいたScope1、2排出量（自社拠点 
からの排出量）を算定

2-3 温室効果ガス詳細算定
（Scope3）

GHGプロトコルに基づいたScope3排出量（サプライチェーンの活動からの排出
量）を算定

2-4 SBT認証取得支援 気候科学の知見に基づくSBT(Science Based Targets)の方法論に準じた削
減目標の設定や、SBT認証取得を支援

2-5 CO2排出量算定
ツールの提供

お客さま自身で排出量を算定できるクラウド型算定ツール（中堅・中小企業向け
のCO2排出量算定ツールや大企業向けのGHG排出量算定ツール）を提供

2-6 削減計画策定支援 お客さまの事業内容や現在の排出量をヒアリングし、有効な削減行動を提案。 
また、その実施により見込まれる削減量の概算を実施

2-7 電気自動車導入
計画策定支援

お客さまの現在の保有車両および将来的に導入予定の車両に関するデータ
から、現在の車両由来のCO2排出量を算定するとともに、車両入替によるCO2

削減量を試算

2-8 CFPの算定／
LCAの実施支援

CFP（カーボンフットプリント）の算定やLCA（ライフサイクルアセスメント）の実施
を支援

削減

3-1 再エネ調達・導入支援 再エネ電力導入目標やGHG削減目標を立てたお客さまに対して、専門的な知識
を有するパートナー企業とともに、国内外の再エネ電力の調達・導入を支援

3-2 省エネ導入支援 パートナー企業とともにお客さまに最適な省エネ導入を支援、最終設備導入まで
サポート

3-3 クレジット創出支援 GHG削減量のカーボン・クレジット化を支援。認証に必要な計画書の作成や第三
者検証への提出といった一連の作業を伴走支援

【表1】カーボンニュートラルサポートメニュー

注）

1)SBT
Science Based Targets:科学と整合した目標設定

2)TCFD
Task Force on Climate-related Financial Disclosures／気候関連財
務情報開示タスクフォース

3)CDP
Carbon Disclosure Projectがもともとの正式名称だったが、現在では
CDPが正式名称
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1 災害対応における新たな情報源

総務省がまとめた令和3年版情報通信白書によれば、2016年
の熊本地震において、スマホ利用者のうち発災時にSNSを情報
収集に用いたとする人が4７.6%に達している。また、2020年には、
60～64歳のSNS利用率が6割超に達し、65歳以上でも5割近くが
SNSを利用しているとするなど、SNSの利用が若い世代にとどま
らず全年代に広がっていることが分かる。

このようなことを背景に、注目を浴びる技術がある。SNSに投稿
された情報などをはじめとした「ユーザー生成情報」をソースとす
る情報提供サービスである。報道機関での利用をはじめ、すでに
様々な場で活用されており、災害対応の場面でも活用されている。

そこで、今回はユーザー生成情報を基にしたAI緊急情報サー
ビス「FASTALERT（ファストアラート）」を運営している株式会社
JX通信社（https://jxpress.net/）にインタビューを行い、ユー
ザー生成情報の活用の現状や、課題、今後の展望などについてイ
ンタビューを行った。

2 FASTALERTの概要について

Q.FASTALERTの技術概要について教えていただきたい。

FASTALERT（以下、「FA」）の主要機能は、Twitterをはじめ
とする複数のSNSと、自社運営するスマートフォンニュース速報 
アプリ「NewsDigest （ニュースダイジェスト）」（https://
jxpress.net/newsdigest/）のインストール基盤600万人（2023
年6月時点）から得られる目撃情報を自動収集し、その信憑性を
自然言語処理と画像の内容検知で評価した上で「いつ、どこで、
何が」起きたのかを機械学習モデルで分類・自動配信するシステ
ムからなる（次頁図１）。

収集対象は、自然災害、事故・事件、火災からシステム・インフ
ラ障害など、約100分野にわたる。

災害対応におけるSNS情報の活用

要旨
▪近年、注目を浴びている「ユーザー生成情報」を活用した情報配信サービスの運営会社である株式会社JX通信社に

インタビューを行った。
▪JX通信社の提供するAI緊急情報サービス「FASTALERT」では、SNSに投稿された情報などをもとに、AIによりデ

マ情報を除去することで、精度の高い情報を提供することが可能。
▪FASTALERTでは、従来の情報源からは得ることが難しかった粒度の細かい情報を得ることが可能で、通信障害エ

リアの特定、サプライヤーのモニタリング等、様々な用途に活用されている。
▪ FASTALERTのようなツールを活用することにより、災害対応のレベルを一段上げることが可能。
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Q.SNS情報を活用するとなると信頼性を確保することが課
題と思うが、どのようにデマなどの信頼性を欠く情報の影
響を排除しているのか。

FAでは、これまでの運用ノウハウを活かし、ネット上の画像を
流用した悪質なデマや、冗談・言葉のあや（「目が涙の洪水」など
といった、単純なキーワード検索では災害と誤検知しがちな表
現）、過去の出来事やテレビドラマなどに対する感想の投稿など
をAI がスコアリングし、自動的に排除している。

同一事案に対する複数の目撃情報を名寄せし、SNSならでは
の「友人関係」を確認しながらスコアリングする手法により、複
数の他人が同一事象を目撃しているかどうかによる信憑性の担
保も実現している。さらに、配信直後に社内で有人によるダブル
チェックを24時間体制で行っており、その信憑性には高い評価が
ある。

Q.AIのみならず人によるチェックも行っているとのことだ
が、具体的に人がチェックしている内容について教えてほ
しい。

AIだけでも正確な情報を提供することができるが、より精度
を高めるために人によるチェックを行っている。具体的には、AI 

では、覚知した情報の発生場所を「愛知県名古屋市」までしか特
定できなかったところを、人のチェックを加えることで「愛知県名
古屋市△□ビル」といった特定の場所のレベルにまで精度を高め
ることができる。

AIで判定した情報をスピーディーに提供し、さらに人がチェッ
クして精度を高めると理解してもらえれば良い。

また別の観点として、AIだけでなく人もチェックしているという
ことで、提供する情報の品質担保をより丁寧に行っているという
意味もある。同業他社と比べて、当社の提供するサービスの強み
の一つには、AIで基本的な情報処理ができる点にある。災害時に
は投稿される情報が増えるため、機械的な処理でないと、SNS上
にあふれる情報の中からデマ情報を排除し、正確な事実を利用
者に提供することが難しくなる。したがって、基本的にはAIの処
理だけで正確な情報は提供可能な体制となっている。ただ、品質
担保のために、念のため24時間365日の体制を敷いて、人による
チェックも行う運用としている。

精度の高いAIによる処理に、24時間365日の人によるチェック
体制を敷くことで、信頼性の高い情報を提供することができて
おり、例えば、2022年9月の静岡県での水害においては、Twitter
で拡散されたフェイク写真を早々に見極めることができた（次頁 
図２）。

【図1】AI 緊急情報サービス「FASTALERT」の概要
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災害対応におけるSNS情報の活用

Q.災害時の情報収集において、AIに頼らずに収集すること
を考える企業も多くあるが、そのような場合においてフェ
イク画像などに惑わされないためのポイントなどあるか。

よくあるフェイク画像の手法の一つに、画像の使いまわしがあ
る。例えば、2018年の大阪北部地震では、過去、台湾で地震が発
生した際の写真が、あたかも大阪北部地震のこととして投稿され
ていたことがある。2023年5月の石川県能登地方の地震でも、使
いまわしの手法で、被災地に熊が出現したというフェイク画像が
投稿されていた。

なお、画像の使いまわしによるデマは頻発しているが、それら
の判別を自力で行う場合、例えば、Googleの画像検索機能を使
うことで、過去に投稿された写真か否かの判別が可能となる。

別のポイントとしては、前記の図２のとおり、生成系AIのフェイ
ク画像にも留意が必要である。これらの画像については、慣れてく
ると「粗」があることがよくわかる。図２の2022年静岡県での水害
時のフェイク画像については、家の大きさに比べて、樹木の大きさ
が不自然なほどに大きいなどの違和感がある。画像を見た時に、
そういった違和感に気づくことのできる感性を鍛えておくことも
フェイク画像に騙されないための重要なポイントといえる。

なお、FAではフェイク画像を見分ける感性を鍛えたいという利
用者の希望で、「デマ疑い情報」というフェイク画像の可能性が高
い画像集を閲覧することもできる。

その他の観点としては、フェイク画像ではないデマに関しての

ポイントとなるが、悪意のないデマに留意するということも挙げ
られる。具体的には、入手した情報が伝聞調か否かということ 
である。伝聞調の情報の場合は、どこまでが発信者が覚知した事
実で、どこからが人づてに聞いた情報なのかを切り分けることが
重要である。

Q.いざという時にフェイク画像に惑わされない能力を身に
付けるためには「デマ疑い情報」などを用いた社内研修を
行うことは有効か。

あらかじめどのようなポイントを押さえればフェイク画像に騙
されないかを知っておくことは重要と考える。しかし、平常時なら
ばまだしも、特に災害時のような混乱している状況下で、氾濫す
る多数のSNS情報の中からフェイク画像をマンパワーで判別し
ていくのは難しいといえる。

災害対応等にSNS情報を活用することを考えるのであれば、
やはりFAのように機械的にフェイク画像などを除外し、信頼性の
高い情報のみを提供できる仕組みを用意しておくことが現実的
と考える。

Q.SNS情報を災害対応に活用するのであれば、FAのような
ツールが必要になることがよく理解できた。そのほか、FA
では情報ソースにどのようなものを使っているのか。

災害対応の用途として、気象庁や各種機関による観測情報や
ハザードマップを搭載している。SNSから収集した情報と、これら
のデータを重ね合わせることで、FAが提供する情報をより面的に
も把握しやすく、有用なものとするイメージである（次頁図３）。

以下はFAの情報ソース一例である。

＜FAが情報ソースとしている情報の一例＞
◦全国1万箇所のライブカメラ映像
◦ハザードマップ（氾濫、土砂災害、津波等）
◦気象警報・注意報
◦防災科研と協働した「大雨の稀さ」「XRAINレーダーに 

よる浸水害・土砂災害危険度」リアルタイムデータ

【図2】2022年静岡県での水害の際に出回ったフェイク画像
（影の形が不自然であったり、家に比べて樹木が大き過ぎる）
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3 導入企業の傾向について

Q.導入している企業の業種などに傾向はあるか。また、業種
によって異なる目的で使用しているなどの特徴はあるか。

FAは、もともと報道機関向けに作成したシステムであるため、
報道機関ではすでに広く普及している。NHK・民放キー局、全国
紙、大半の地方紙で利用いただいている。

また、災害対応が本来業務の一つである自治体、政府当局で
の利用も増えている。自治体の場合は、防災・危機管理部門での
利用が多い。いざという時に、「避難所の開設」などの判断、対応
を行うことが求められるため、現場のリアルな状況を把握するこ
とができるFAのニーズは高いようである。FAが導入されていない
場合、地域住民からの通報を受信して、そこで得られた情報を基
に現場の状況を把握することになる。通報の場合、受信するため
の業務負荷や、実際の状況を目で見て判断することができない点
がデメリットとなるが、SNSから写真等の画像情報を得ることが
できれば、通報の対応負荷を減らして、さらに現場の写真情報を
見ながら、より精度高く現場状況を把握することができる。

その他、道路、インフラなどの社会的責任の大きい業種の企業
での利用も増えてきているし、製造業の利用も増えている。特に
サプライチェーンを構成するTier2、3クラスの企業からの問い合
わせが増えている。FAは地震・水害などの自然災害のみならず、
事件・事故の情報といったオールハザードの情報も収集可能であ
る。このため、利用いただいている製造業の企業の中には、重要な
サプライヤーの周辺の事故情報等を迅速に把握し、その後の対応

（代替調達先の確保など）を速やかに行えるようにすることを志
向しているケースも増えている。

Q.小売業は災害対応の情報収集などに力を入れている印
象だが、小売業の企業の利用状況はどのようなものか。

小売業の企業にも利用いただいている。災害対応の観点では、
大規模地震発生時の来店客および従業員等の帰宅困難者対応
を行う上で、既設のカメラ情報のみでは被災地のリアルな状況を
把握することが難しいことから、SNS情報の活用も考えている印
象である。

小売業も生活必需品を供給するという社会的責任の大きい業
種であり、災害対応に関する意識が他の業種に比べて高いこと
が一因と考えられる。

Q.社会的責任の大きい業種の企業を中心に、FAのような
ツールに価値を見出し、導入に踏み切るものと理解した。
導入している企業の運用体制などに傾向があれば教えて
ほしい。

民間企業であれば、防災目的で導入する場合は総務部が窓口
となって導入することが多い。不動産管理などの目的であれば物
件を管理している部門から問い合わせがある。

製造業であれば、先ほども申し上げた通り、サプライチェーン
の寸断リスクをケアする目的で、購買・調達部門が利用している
ケースが多い。

【図３】FAの情報ソース活用例
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災害対応におけるSNS情報の活用

運用体制としては大きく2パターンに分けることができる。一つ
は、本社が各地の拠点の状況を把握し、本社から被災拠点に対し
てプッシュ型の支援を行う目的でFAを導入・運用している。もう
一つのパターンとしては、各拠点が主体的に利用する形態で、FA
の機能（特定の場所から任意の距離内の情報に限定して収集・
提供する機能）を用いて、各拠点周辺の情報がピックアップされ
て直接現場に提供され、状況確認のアンケートまで自動化され
るFAのオプション機能を活用いただいているケースがある。

4 FASTALERTの活用事例

Q.直近の災害におけるFAの活用状況、事例について教えて
ほしい。

直近では、浸水、冠水、土砂災害が発生した2022年9月の静
岡県での水害のタイミングで、まさに浜松市での実証事業期間
中であった。被災自治体が災害対応を遂行するうえでユーザー
生成情報がどのように集まるか、実際に体感いただいた。災害な
どの耳目を集める事象が発生すると、SNSの投稿数も飛躍的に
増えるが、FAでは問題なく収集・処理を行うことができ、今後各
自治体に広がるデータ連携基盤の構築に向けての知見も蓄積
された。

民間企業の事例としては、災害時の利用ではなく日常的な利
用の例になるが、サプライチェーンの維持のために、小規模災害
や事故・事件の覚知を目的として利用されているケースが増えて
いる。

サプライヤー周辺で事故・事件が発生した場合に、当該サプラ
イヤーから資材の調達が難しくなることを予見して、代替調達を
検討するといったことに使っているケースもあるし、運送業が配
送ルートの変更の要否を覚知するために使うケースもある。

Q.サプライヤーの状況のモニタリングとは、監視されるサプ
ライヤー側からすると緊張感を伴うことで、受け入れづら
いことと思うが、実際にそのような使われ方がされている
ということで良いか。

実際にそのような使い方がされている。サプライチェーンの場
合は、代替調達の要否を判断すること以外にも、応援人員の派遣
が必要か否かの判断にも使われている。

少し前に半導体関係の工場で火災が発生し、全国的に当該
半導体の入手が困難になることがあったが、それと似たような話 

で、戦略的に非常に重要な部品を供給しているサプライヤーの周
辺の情報をピンポイントで収集するといった用途に供している企
業も存在する。

別の観点での利用の例としては、冷蔵保管が必要な自社製品
を発送する際に、納品先にスケジュール通りに納品できるかを確
認する目的で使用するケースもある。この事例の場合は、防災の
みならず、フードロスの削減により社会貢献を行うことで企業価
値の向上を実現するとともに、損失を低減するためのツールとし
てFAを上手に利用している。

出張者が非常に多い業種の会社では、安否確認システムの設
定が難しいこともあり、全国で危険なエリアがあることをFAで検
知したら、当該エリアの出張者の有無を確認し、該当者があれば
安否確認を行うなどのフローとしている事例もある。

FAは即時情報を提供することのみならず、過去から現在に至
るまで収集した情報が蓄積されており、それらの活用を志向して
いる企業も存在する。例えば、損害保険会社では、自社で保有す
る保険金の支払い情報と、FAが有する自動車事故発生箇所の情
報を重ね合わせることで危険な道路を解析するといった使い方
をしている。また通信事業者においては、イベントや要人の来訪に
伴う規制など、群衆が形成されうるきっかけとなる投稿情報を、
通信の輻輳（ふくそう）の始まりを検知する情報として実際にネッ
トワーク運用の拠点で活用していると聞く。

Q.防災のみならず様々な目的で利用されていることを理解
した。それ以外には何か特徴的な使われ方はあるか。

通信障害の発生エリアを特定することも迅速に行うことがで
き、ユーザーの中には情報システム部門がパブリッククラウドの
運用状況のモニタリングに活用していたりする。特に、金融関係
の企業からは、例えばクレジットカード決済機能に障害が発生し
た場合に、決済ネットワーク全体がダウンしたのか、特定のカー
ドブランドのみ利用できなくなったのか、特定店舗のみで利用
できなくなったのかなどの状況を切り分けることができ、大変助
かっているとの声をいただいている。

少し話がそれるが、これまでも少なからず世の中に提供され
ている情報システムサービスではシステムダウンが発生してい
た。しかし、報道機関に検知されることがなく取り上げられな
かったため、世の中に知れ渡ることが少なかった。しかし、SNS
情報を基にしているFAによって、システムダウンを検知すること
が容易となったため、報道機関に取り上げられ、人目に触れる
機会が増えてきた。

SNSから入手できる情報を上手に解釈することによって、様々
な活用の可能性があると考える。
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Q.今後、SNS情報などのユーザー生成情報を活用した情報
提供ツールのニーズは高まっていくと考えられるが、導入
を考えている企業が留意すべきこと、導入に際して考えて
おくべきことなどがあれば教えてほしい。

災害時のSNSへの投稿が増える状況下で運用に耐えるシステ
ムなのかは選定の大きなポイントと考える。システムベンダーが
機械的な処理でなく、人海戦術に頼った仕組みになっていると、
有事の際のあふれる情報を適切に処理し、ユーザーに提供でき
なくなると考えられる。

また、システムの導入・運用管理を属人的なものにせず、会社
の仕組みに取り込むことも非常に重要と考える。FAをうまく利
用していると感じる企業では、基本的なことではあるが、情報の
オーナーを決めたり、モニタリングをする担当を決めたり、発生
した事象に対してどのように対応するのかをルール化していた
りする。

5 今後の展望・課題

Q.FASTALERTの今後の展望や課題について、考えている
ことはあるか。

当社ではFAを現実世界で発生していることを可視化できるシ
ステムとすることを志向している。

防災やBCPに関係する部分では、災害発生直後に行うべき行
動の省力化や迅速化に資するシステムとしていくことを考えてい
る。企業が被災し、復旧に至るまでのプロセス（図４）において、特
に「初動対応」までのプロセスについては情報収集を自動化する
ことによって、大幅に省力化・迅速化を図ることができると考える。

「初動対応」の部分を迅速に行うことは、その後のプロセスに早
く着手できることはもちろん、より最適な判断・行動をとることが
可能となる。

【図４】緊急時におけるBCP発動フロー   　　　　　　　　（出典：中小企業庁、中小企業BCP策定運用指針第2版）
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ただし、どのような情報を収集するべきかについては、企業に
よって異なるところもあるため、利用者側で精査しておくことが望
ましい。FAを利用している企業においても、緊急の判断等を行う
ために自社はどのような情報が必要になるのかといったことに自
覚的な企業ほどFAを有効に活用している印象である。

6 ユーザー生成情報の可能性

今回のインタビューを通じて、改めてユーザー生成情報を活用
することの可能性を実感した。具体的には以下の三つの観点で
ある。

＜ユーザー生成情報の可能性＞
①既存のメディアでは覚知することのできなかった事実に気

づくことができる。
②有効に活用することで、様々な方向性で企業価値を向上

させることができる。
③ユーザー生成情報を活用できる企業とそうでない企業に

大きな差を生む。

まず、「①既存のメディアでは覚知することのできなかった事
実に気づくことができる」であるが、JX通信社が目指す姿であ
る「現実を可視化する」という目標に示されているとおり、ユー
ザー生成情報を上手に活用することができれば、既存の情報
媒体とは比較にならないほど、メッシュの細かい情報を入手す
ることができる。インタビューの中でも話題にあがったように、
以前は人目に触れることがあまりなかったシステム障害につ
いても、ユーザー生成情報の活用が進んだことにより、世間の
注目を浴びやすくなってきた。このことからも、ユーザー生成情
報の活用が様々な事象について覚知する可能性を高めるとい
え、災害時のように混乱した状況下では、なおのこと現実を正
しく認知するための有効な武器となることは疑いようがない。

「②有効に活用することで、様々な方向性で企業価値を向上
させることができる」については、当初は「災害対応」という観
点で、ユーザー生成情報の活用についてインタビューしたが、
それ以外にも、サプライチェーンの維持や、フードロス削減・
損失の低減、蓄積したSNS情報と別の情報を組み合わせるこ
とで新たな価値のある情報を創造することができるといった
様々な形での活用方法があることを教えていただいた。
「③ユーザー生成情報を活用できる企業とそうでない企業に

大きな差を生む」であるが、①および②の観点で述べたように、

ユーザー生成情報を上手に活用できる企業は大きな力を得る
ことになる。災害対応を例に考えると、ユーザー生成情報を活
用している企業であれば、災害発生直後から正確な被害情報を
速やかに収集することができ、「油槽所で火災が発生しているか
ら、早々に燃料確保を行うように」といった指示を他社に先んじ
て出すことで、首尾よく燃料を確保する可能性を高めることが
できるかもしれない。あるいは、情報収集に費やす時間を短くす
ることで、業務復旧に向けた各種活動にいち早く着手できるよ
うになるかもしれない。このようにユーザー生成情報を活用す
る企業はより的確な災害対応を行うことができるようになり、 
準備が不足している企業との差がより大きくなることが予想さ
れる。

今より一段高いレベルの災害対応力の獲得を目指している
企業においては、その手段として、ユーザー生成情報の活用を
検討いただくと良いと考える。

以上
（出典の記載のないものは全てＪＸ通信社提供）

災害対応におけるSNS情報の活用
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1 人的資本調査2022の概要

⑴調査実施の背景

2022年は岸田内閣による「新しい資本主義のグランドデザイ
ン及び実行計画」の中で「人的資本をはじめとする非財務情報の
見える化」が掲げられ、内閣官房による「人的資本可視化指針」や
経済産業省による「人材版伊藤レポート2.0」が発表されるなど、
まさに人的資本元年といわれる状況であった。そうした環境を受
け、企業の人的資本経営や情報開示取り組みの現状がどうなっ
ているのか、課題や今後のポイントがどこにあるのかを明らかに
するべく、ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研も共催者として2022年
9月～12月にかけて企業向けの人的資本に関する大規模なアン
ケート調査である人的資本調査2022を実施した。以下、調査の
概要について紹介する。

⑵調査の内容

人的資本調査2022では他の共催者とともに開発した人的資本
経営と開示に関するフレームワークを利用している（次頁図１）。

本フレームワークは、「人材版伊藤レポート2.0」や「人的資本可
視化指針」を参考とし、さらに有識者等の監修も踏まえて作成し
たもので、本フレームワークをブレイクダウンし調査項目を作成し
た。参考までに大項目と中項目の一覧を次頁表1に示す。

本フレームワークは、以下の三つのフェーズと四つの領域（調
査項目の大項目に相当）で構成されている。

◦フェーズ1：「人的資本経営への変革」「ＨＲテクノロジー注2）

の整備」を行い、基盤が構築できているか
◦フェーズ2：「データドリブン注3）による人的資本経営を実

践」できているか
◦フェーズ3：「戦略的な開示とステークホルダーとの対話」

を実施しているか

人的資本調査2022

要旨
▪人的資本経営や開示についての社会的要請が強まる中、ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研が2022年9月に実施した 

人的資本調査2022により得られた企業の取り組み実態や今後の展望を紹介する。
▪調査の結果、「人材ポートフォリオの計画」、「企業価値向上へのストーリー作成」、「インプット・アウトカムの設定と開

示」等に課題がみられた。
▪また、人的資本経営と開示の両方にとって重要な「人事システムの統合管理」が実践できている企業はデータに基

づく高度な人的資本経営を実践していることが分かった。
▪本調査より、ＢＩツール注1）等を用いた人的資本データの一元化が、今後の企業の人的資本経営と開示の取り組みに

求められる重要な要素であることが示唆される。

人的資本調査2022の結果から見る
企業の取組状況
～高度な人的資本経営・開示においては人的資本データの一元化が鍵～

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
リスクコンサルティング本部 リスクマネジメント第四部
人的資本・健康経営グループ
主任コンサルタント  　　　　　　田

た な か

中 ゆか
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上記のフレームワークを基に実践し、ブラッシュアップを繰り返
していくことで、企業価値の向上につながる。

本調査に参加しアンケートに回答した企業については、人的
資本に関連する法令・指針への対応状況や表1の各種取り組み
状況について同業種平均等と比較して把握できるフィードバック
レポートの提供を行った。また、その中で特に優れた取り組みを
実践している企業を学識経験者が選考し、「人的資本リーダーズ
2022」として10社を選定、表彰イベントの開催も併せて行った。詳
細についてはオンライン配信1）を行っているのでぜひご確認いた
だきたい。

2 人的資本調査2022の結果

⑴回答企業数ならびに属性

本調査へ回答した企業は280社で、属性は図２のとおりであっ
た。特筆すべきは回答企業の83％が上場企業であったことであ
り、その背景としては人的資本の有価証券報告書上での開示義
務化の議論が行われていた影響も大きかったと考えられる（な
お、本調査実施後の2023年1月に2023年3月期からの開示義務化
が決定している）。

人的資本調査2022

大項目 中項目

人的資本経営への変革 ①経営戦略と人材戦略の連動
②As is - To beギャップを踏まえた計画の作成
③企業文化への定着のための取り組み
④採用、育成、エンゲージメント向上等の具体的施策の実施

ＨＲテクノロジーの整備 ①ＨＲテクノロジー活用によるHR業務の効率化
②ＨＲデータの収集と蓄積
③主要指標のシステム上での可視化

データドリブン
人的資本経営の実践

①データによるＫＧＩ注4）－ＫＰＩ注5）の見える化と中長期計画の策定
②実績データに基づく効果検証と改善の推進

戦略的開示と対話 ①人的資本開示ルールへの対応
②開示戦略の立案
③ステークホルダーへの開示と対話

【表1】人的資本調査2022の大項目と中項目の一覧

【図1】人的資本経営と開示に関するフレームワーク

【図2】回答企業の属性（左：業種、中：従業員数、右：上場区分）

■メーカー
■商社・流通
■情報・通信
■金融
■サービス
■建設・不動産

■10,001名以上
■5,001～10,000名
■1,001～5,000名
■301～1,000名
■300名以下

■東証プライム市場
■東証スタンダード市場
■東証グロース市場
■その他の上場市場
■これらに上場していない
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⑵企業の取り組みが進んでいる項目について

回答を分析した結果、相対的に取り組みが進んでいる項目は
図３の3項目であった。

①人材戦略の可視化と発信
「人材戦略とその可視化方法の議論に経営トップが関与した

上で、自らの言葉で発信も行っている」という回答が全体の51％
と過半数を占めた。「人材版伊藤レポート」の中でも「経営戦略と
人材戦略の連動」は人的資本経営の最重要項目とされており、経
営陣自らが経営戦略に連動した人材戦略の策定・実行にコミット
し、従業員や投資家等に対して積極的に発信すべきであるとされ
ているが、実際に取り組んでいる企業が多いことが調査結果から
もうかがえる。

②企業理念やパーパスの具体化
「企業理念やパーパスを設定し、社員の具体的な行動・姿勢の

レベルに落とし込まれている」が全体の65％と７割近く実施されて
おり、日本企業の多くが企業理念やパーパスを重視した経営を
行っていることがうかがえる。

③エンゲージメント注6）レベル把握とアクション
「社員のエンゲージメントレベルを測定後、改善のためのアク

ションを行い、数値に基づき効果検証を行っている」とする割合
は全体で23％、「社員のエンゲージメントレベルを測定後、改善の
ためのアクションは行っているが、数値に基づく効果検証は不十
分である」は28％で、これらを合計した「社員のエンゲージメント
レベルを測定後、改善のためのアクションを行っている」の割合
は51％と過半数に上っている。日本企業の従業員エンゲージメン
トが世界139カ国中132位と低位である注7）ことは広く知られてい
るが、そうした課題意識もあってか、企業のエンゲージメント向上
に向けた取り組みは進んできていることがうかがえる。

⑶企業の取り組みに課題が見られる項目について

一方、取り組みに課題が見られる項目は次頁図4の3項目で
あった。

①人材ポートフォリオの具体的計画
人材ポートフォリオの具体的計画と目標達成に向けた活動に

ついて、「人材の現状分析はしたが、必要な人材ポートフォリオ

【図3】取り組みが進んでいる項目
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を実現するための目標設定や具体的計画は立てられていない」
の割合は30％、さらに「人材の現状分析や必要な人材ポートフォ
リオの明確化ができていない」の割合は45％であり、これらを合
計（７5%）すると4分の3の企業で、人材ポートフォリオ実現に向け
た具体的計画が立てられていないことが分かる。

②企業価値向上ストーリーの構築
人的資本に関する取り組みによる企業価値向上へのストー

リーの構築について、「構築していないが、作成に着手している」
の割合が最も多く46％、さらに「構築しておらず、作成の着手もし
ていない」は30％で、これらを合計した「構築していない」の割合
は７6％で4分の3に上る。人的資本経営の目的として「企業価値
の持続的な向上」が挙げられる中、現状では目的達成に向けたス
トーリーを描くことなく、人的資本経営に取り組んでいる企業が
多いことがうかがえる。

③人材戦略の実現に向けたインプット（人的資本投資）／アウト
カム（達成すべき目標）の設定
人的資本開示をするためには、インプットとアウトカムを設定

した上で、その進捗を社外開示することが必要となるが、そもそも
「インプットとアウトカムの設定」自体を行っていない企業が6割

以上にも上っている。また、社外開示まで行っているのはわずか2
割にとどまっている。

⑷企業の取り組み状況と人材版伊藤レポート

ここまで紹介してきた企業の人的資本への取組現状につい
て、人材版伊藤レポートで提唱されている「3Ｐ・5Ｆモデル」（次
頁図５）を参照しながら考察したい。

3Ｐ・5Ｆモデルの三つの視点（Perspectives）は、人材戦略を
検討する際にどのような視点から俯瞰すべきかを意味し、五つの
共通要素（Common Factors）は、ビジネスモデルの別にかかわ
らず、どのような企業の人材戦略にも共通して組み込むべき要素
として提唱されている。

取り組みが進んでいる項目は「視点①：経営戦略と人財戦略の
連動」、「視点③：企業文化への定着」、「要素④：従業員エンゲー
ジメント」に関わるものである。経営者が自ら人材戦略の議論に
関与し（視点①）、パーパスや企業理念の明確化により企業文化
への定着を図り（視点③）、従業員エンゲージメントを測定・向上
させる取り組み（要素④）を進めていることがうかがえる。

一方、課題となっている項目については、「視点②：As is-
To beギャップの定量把握注8）」が不十分であることが「視点①： 

【図4】課題が見られる項目

人的資本調査2022

人
的

資
本

調
査

2022



25　RMFOCUS Vol.86 〈2023 Summer〉

経営戦略と人財戦略の連動」や「要素①：動的な人材ポートフォ
リオ」」の推進に影響しているといえそうだ。まず、視点①について
は、「As is-To beギャップの定量把握(視点②)」が不十分である
と、人材戦略が実現したときに得られるであろう経営上のインパ
クトを外部が明瞭にイメージすることは難しく、結果的に「企業価
値向上のための説得力あるストーリー」は作れない。先に「視点
①：経営戦略と人財戦略の連動」は進んでいる項目として紹介し
たが、経営者自らが人材戦略の議論に関与はできているものの、
一方で明確な「企業価値向上ストーリー」を語ることまでは出来
ていないことが示唆される。また、「要素①」を実現するためにも、
やはり経営戦略を実現するために必要な人材の質や量（To be
の人材ポートフォリオ）を把握した上で、現状（As isの人材ポート
フォリオ）との差分を定量で把握できなければ、適切な計画は立
てられない。

3 人的資本調査2022から得られる示唆

以上の状況を受けて、これから企業に求められるのはどのよう
な対応だろうか。人的資本調査2022ではそのヒントとなる結果も
得られているのでここで紹介したい。

前章で「As is-To beギャップの定量把握」を課題として挙げ
たが、人的資本に関する情報（採用人数、教育研修時間、エン
ゲージメント、女性管理職候補の数などが一例）を「定量」（数値）
で把握しようとすると、人事システムの活用が不可欠となる。しか
し、人事の各領域に求められるシステム要件は個別性が高いた
め、従業員の基本情報、職歴やスキル、採用、評価、勤怠、給与、教
育訓練の履歴等が別々の人事システムで管理されていることが
多い。そのような状況で、例えば人材戦略のアウトカムを「デジタ
ル人材の数」とした場合、どのような集計が必要になるだろうか。

「デジタル人材」の定義にもよるが、「デジタルに関する教育受
講履歴」、「保有しているデジタル関連の資格」、「デジタル関連業
務のスキルや経験」、「デジタルへの適性検査の結果」などのデー
タを収集、分析しなければ、「デジタル人材のAs is」が定量で把
握できない可能性がある。これでは集計作業に膨大な工数がか
かる上に、手作業が中心となることで、開示に足るだけの十分な 

【図5】人材版伊藤レポートにおける3Ｐ・５Ｆモデル
（出典：「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会 報告書 ～人材版伊藤レポート～」を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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信頼性を担保できるかは疑問符が付く。そこで、本調査では「人
事システムを統合的に管理し、手作業での集計を行わなくても
データ連携が取れているか」を調査している（図６）。

「人事業務のシステム化はほとんど進んでいない」という回答
が4％とわずかな一方、「人事のシステム化は複数領域で統合的
に行っており、複数領域にまたがるデータ連携に問題はない」と
いう回答も10％と少数であることが分かる。ボリュームゾーンは
残りの二つの回答であり、「人事のシステム化は各領域ごとに進
めているが、一定の工数をかければデータ連携が可能である」ま
たは「人事のシステム化は進んでいるが、システム間の連携はでき
ていない」企業が大多数を占めている。

それでは、この人事システムの統合管理レベルが、企業の人
的資本経営や開示の課題にどのように影響しているのであろう
か。図７は図６で紹介した人事システムの統合的管理についての 

回答毎に、「人財戦略の実現に向けたインプットとアウトカムの設
定」、それをさらに高度化した「ＫＰＩの効果検証」、「ＫＰＩデータ
を踏まえた中長期計画の策定」についての実現度合いをグラフ化
したものである。図７からは、「人事のシステム化は複数領域で統
合的に行っており、複数領域にまたがるデータ連携に問題はな
い」という回答をしている企業が、人材戦略におけるＫＰＩの設定
や効果検証、分析結果を踏まえた中長期計画の策定を行うこと
ができている割合が他と比べて顕著に高いことがわかる。以上の
結果から、本調査で明らかとなった人的資本経営や開示の課題
の背後には、人事システムの統合的管理の不十分さがある可能
性が示唆される。

【図6】人事システムの統合的管理について

【図7】人事システムの統合的管理と人的資本経営取り組みの関係性

■人事業務のシステム化はほとんど進んでいない
■人事のシステム化は進んでいるが、各領域ごとにシステムを構築・
利用しておりシステム間の連携はできていない

■人事のシステム化は各領域ごとに進めているが、システム間の連
携を取る仕組みがあり、一定の工数をかければデータ連携が可能
である
■人事のシステム化は複数領域で統合的に行っており、複数領域
にまたがるデータ連携に問題はない
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参考文献・資料等

1）人的資本調査リーダーズ2022　ＨＰ＜https://www.hrpro.co.jp/
human_capital_survey/award2022/＞（最終アクセス2023年6月
6日）

２）経済産業省『持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会 
報告書 ～人材版伊藤レポート～』令和2年9月

３）HR総研（ProFuture株式会社）、一般社団法人HRテクノロジーコ
ンソーシアム、MS&ADインターリスク総研株式会社「人的資本調査
2022」分析レポートを発表　～有報開示が義務化される項目への取
組状況は？業種や上場タイプで異なる傾向も～」
＜https://www.irric.co.jp/topics/press/2023/0320.php＞（最
終アクセス2023年5月17日）

注）

1)ＢＩツール（Business Intelligence Tool）
様々なデータを分析・見える化して、経営や業務に役立てるソフトウエアのこと

2)ＨＲテクノロジー（Human Resources Technology）
人事関連の業務を効率的かつ高度に行うためのデジタル技術のこと

3)データドリブン
経験や勘などではなく、データに基づいて判断・アクションすること

4)ＫＧＩ（Key Goal Indicator）
重要目標達成指標

5)ＫＰＩ（Key Performance Indicator）
重要業績評価指標

6)エンゲージメント
従業員の会社や組織に対する愛着心。思い入れ

7)米調査会社ギャラップ社2017年調査　State of Global Workplace
8)As is-To beギャップの定量把握

経営戦略実現の障害となる人材面の課題を特定した上で、課題ごとにＫＰＩを用
いて、目指すべき姿（To be）の設定と現在の姿（As is）とのギャップを定量的
に把握すること

4 おわりに

本稿では、ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研が実施した人的資
本調査2022の結果から、企業の人的資本についての取組現状に
ついて見てきた。「経営者のコミットメント」や「パーパス、企業理
念の明確化」、「エンゲージメントの測定の改善」等、比較的取り
組みが進んでいる項目がある反面、「人材ポートフォリオの計画」、

「企業価値向上のストーリー構築」、「インプットとアウトカムの
設定」など課題がみられる項目があることも明らかになった。課題
がみられる項目について、その背後には「人事システムの統合的
管理が進んでいない」ことがあるという仮説も紹介した。

人事システムの統合的管理を進めるには、人事システムの刷
新やＢＩツールの導入により既存の人事システムの情報を1箇所
にまとめて可視化する方法が考えられる。どちらの方法が適して
いるかは各社で判断する必要があるが、いずれにせよ、既存の分
断された人事データ管理では、これから求められる人的資本経
営・開示の時代に適応していくことは難しいと考えられる。

最後に、人事データを分析する人材の重要性についても触れ
ておきたい。人事システムを統合管理して、人事データを簡易に
抽出、分析できる状態にしたとしても、人事データを分析できる
人材がいなければ貴重なデータを十分に人的資本経営や開示
に活用することができない。ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研では
こうした課題を解決するために、パナリット株式会社と業務提携
し、人事システムの統合と人事データの分析コンサルティングを
組み合わせたパッケージを提供しているのでご関心があればお
問い合わせいただきたい。

有価証券報告書への人的資本情報開示も始まり、これからは
開示内容や人的資本の成果を競う時代になる。図１で示した人
的資本経営と開示に関するフレームワークに基づき、ステークホ
ルダー(投資家・従業員等)との対話や本調査結果などを参考に
しながら、企業価値向上につながる自社固有の取り組みや独自
性のある開示につなげていただきたい。

以上
（出典の記載のないものは全てMS＆ADインターリスク総研提供）

人的資本調査2022
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1 貸切バス事業許可の更新制に関する
制限事項

201７年（平成29年）4月1日から開始された貸切バス事業許可
の更新制について、2022年（令和4年）4月1日以降の更新時におい
ては、次頁図１の1または2に該当する場合、許可の更新を受ける
ことができなくなった。

つまり、所定の行政処分を受けた貸切バス事業者においては、
認定事業者が有償で行う運輸安全マネジメント評価を受けるこ
とが事業許可更新の要件となっており、さらに毎年連続して行政
処分を受けた場合においては、運輸安全マネジメント評価を受け
ても許可更新を受けることができない。貸切バスの安全・安心な

輸送を求める社会的な要請から、事業者側にとってはより一層の
輸送の安全確保の取り組みが求められるものとなっている。

2 制度実施の背景

2016年（平成28年）1月15日に軽井沢で発生したスキーツアー
バス事故の対策検討委員会により策定された安全・安心な貸切
バスの運行を実現するための総合的な対策（平成28年6月3日）の
一環として、貸切バス事業者の事業許可更新制度が導入された。
事業許可の更新は5年ごとに行われるが、本対策の基本的考え方
として、以下3点が定められており、この考え方を基に、前回許可

貸切バス事業者における運輸安全マネジメント

要旨
▪2022年（令和4年）4月1日以降、貸切バス事業者の事業許可更新を対象として、前回更新時以降に輸送施設の使用

停止処分以上又は使用制限（禁止）の処分を受けた事業者は、次回事業許可更新申請までに認定事業者による運
輸安全マネジメント評価を受けることが義務化された。

▪2022年（令和4年）4月以降に事業許可の更新申請を行う事業者に対し、ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研が実施した運
輸安全マネジメント評価の結果から、貸切バス事業者の取組課題を抽出・考察した。

▪評価を実施した事業者の規模や環境は様々であるが、それぞれの事業者は自社のおかれた状況のなかで創意工夫
し、安全管理体制の構築に取り組んでいた。しかしながら、課題としては、事故の未然防止・再発防止のための「事
故、ヒヤリ・ハット情報」の収集・活用や原因分析等、輸送の安全性向上に向けて、運輸安全マネジメントのPDCAサ
イクルでのさらなる取組強化が期待されるケースも多くみられた。

▪本稿では、これらの課題をふまえ、2023年（令和5年）3月に改訂された運輸安全マネジメント制度に関する「運輸事
業者における安全管理の進め方に関するガイドライン」（以下、「ガイドライン」）への対応を含め、評価を実施した事
業者の状況と合わせ、安全管理体制構築に向けた課題と取り組みのポイントについて解説する。

行政処分を受けた貸切バス事業者の
「運輸安全マネジメント評価」結果にみる
安全管理体制構築の課題とポイント

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
リスクコンサルティング本部 リスクマネジメント第二部
運輸総合リスクマネジメントグループ
マネジャー上席コンサルタント　 　 　 澤
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時から2022年（令和4年）4月1日以降の更新申請時までの間に、
輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限（禁止）の処分を受
けた事業者においては、事業許可更新前に認定事業者による運
輸安全マネジメント評価を受けることが義務化された。
①国は貸切バスの安全運行に関する遵守事項を強化し、その徹

底を図ること。
②国は貸切バス事業者のルール違反を早期に是正させるととも

に、不適格者を排除すること。
③バス事業者、旅行業者は安全確保を最優先に据え、両業界等

は協力・連携してルール遵守の環境整備を推進すること。

注）本稿では、「認定事業者による運輸安全マネジメント評価」
について、国以外の認定事業者が「第三者」の立場で行う評
価であることから、これ以降、便宜上一般的に用いられている

「第三者評価」と表現し記載する。

3 運輸安全マネジメント評価の内容
　
運輸安全マネジメント評価は、国土交通省の評価担当者によ

る経営トップおよび安全統括管理者等の経営管理部門へのイン
タビューと文書・記録類の確認を通じ、事業者が構築した安全管
理体制のさらなる向上に資するため、創意工夫がなされている 

事項、熱心に取り組んでいる事項、優れている事項等について評
価を行うとともに、継続的に取り組む必要があると思われる事
項、工夫の余地がある事項、さらに推進すると効果が向上すると
思われる事項等について助言を行う。また、運輸安全マネジメン
ト評価は、「保安監査と併せ、いわば車の両輪として実施すること
により、輸送の安全確保に係る取り組みを活性化させ、より一層
の安全性の向上を図ることを目指している」とされている。

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研が実施する第三者評価は2日間
に渡って実施するものであり、1日目は経営トップ、安全統括管理
者、安全推進室長（各事業者の安全管理部門の長等）へのインタ
ビューが行われ、2日目は評価員による文書・記録の確認と評価
報告書の作成が行われる（次頁表１）。事業者の規模によるが、基
本的には2日目の夕方にクロージングミーティングを実施して評
価報告書を手交し、評価対象事業者において確認できた好取組
に対する評価、さらに推進すると効果が向上すると思われる事項
等について助言を行う。

なお、この運輸安全マネジメント評価は保安監査とは異なり、
自社の輸送の安全性向上のため積極的に取り組んでいる事項
を、インタビューや文書・記録の提出をもって評価するものであ
る。自社の実態を正確に報告することで、評価員も事業者の取り
組みの強み・弱みが把握できるため、評価を受ける事業者の皆さ
まには、今後のさらなる安全性向上のポイントとなる事項として
受け止めていただくよう、お願いしている。

【図１】貸切バス事業許可の更新制に関する制限事項
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貸切バス事業者における運輸安全マネジメント

4 運輸安全マネジメント制度の概要と
2023年3月23日に改訂されたガイドラインの概説

ガイドラインに示されている14項目は図２の通りであるが、本
ガイドラインは2023年（令和5年）3月に改訂が行われている。項
目の名称変更は（8）「重大な事故・自然災害等への対応」のみと
なっているが、その他の項目についても事項の追加・順序変更、
字句の変更等の改訂が行われている。

今回重要な改訂が行われている項目は「経営トップの責務」、

「安全方針」、「情報伝達及びコミュニケーションの確保」、「事
故、ヒヤリ・ハット情報等の収集・活用」、「重大な事故・自然災害
等への対応」、「内部監査」、「マネジメントレビューと継続的改善」
である。ガイドラインの位置づけは、あくまで「運輸事業者におけ
る安全管理体制の構築・改善に係る取り組みのねらいとその進
め方の参考例として示されたもの」ではあるが、14項目に沿った
PDCAサイクルが機能するよう十分な配慮が求められている。次
頁図３に、14項目とPDCAサイクルの関係を図示した。

【図２】令和５年版ガイドラインと平成29年版ガイドライン項目

【表1】評価実施日のタイムスケジュール例

時間 項目
参加者

社長 安全統括
管理者 室長

1日目

10:00-10:30 オープニングミーティング ○ ○ ○
10:30-11:00 安全確保に関する取り組みに係るプレゼンテーション ○ ○ ○
11:00-12:00 経営トップ(社長)インタビュー ○
13:00-14:30 安全統括管理者インタビュー ○
14:30-16:00 安全推進室長インタビュー ○
16:00-17:00 文書・記録の確認

17:00 初日終了

2日目
9:30-16:00 評価担当者打合せ
16:00-17:00 クロージングミーティング ○ ○ ○

17:00 評価終了
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5 ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研が実施した運輸安全マネジ
メント評価結果からみる貸切バス事業者の評価と助言

運輸安全マネジメント評価においては、前述のとおり、インタ
ビューや書類の確認を通じ、安全管理体制が適切に構築され、そ
れがシステムとして適切に機能しているかどうかについて評価を行
い、必要に応じて助言等を行う。また、以下の区分に分け、評価、助
言等を評価報告書にまとめて記載し手交する。さらに、評価・助言
と合わせ、工夫することでさらなる安全管理体制の向上が期待で
きると思われる事項等について、適宜アドバイスを実施している。

評価：創意工夫されている事項、熱心に取り組んでいる事
項、すぐれている事項等

助言：継続的に取り組む必要があると思われる事項、工夫
の余地がある事項、さらに推進すると効果が向上す
ると思われる事項等

次頁図４に、ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研が2022年4月1日か
ら2023年3月31日までに実施した第三者評価結果（以下、「当社
が実施した第三者評価結果」）の評価・助言の件数割合を示す。

評価については、「経営トップの責務」が最も割合が高く21％
となった。次いで、「安全統括管理者の責務」・「重大な事故・自然
災害等への対応」が13％であった。経営層が主体的に対応す
べき項目が高い傾向となった。一方で、助言については、「事故、 
ヒヤリ・ハット情報等の収集・活用」が最も割合が高く32％となった。次い
で、「安全重点施策」および「マネジメントレビューと継続的改善」が18％
で続いており、さらに「内部監査」についても14％と高い割合となった。

特に、評価・助言の件数の多かった項目について、評価と助言の概
要を記載するので（次頁表２）、運輸安全マネジメントに取り組む運
輸事業者をはじめ、自動車等の安全管理体制構築に携わる皆さま
においては、自社の取り組みを振り返る際の参考としていただきたい。

⑴評価事項

①経営トップの責務
評価事項の件数が最も多いのは「経営トップの責務」である。

事業者における輸送の安全の確保の取り組みを活性化させ、より
効果的なものとするためには、経営トップが主体的かつ積極的に
関与し、強いリーダーシップを発揮することが極めて重要であり、
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研が評価を実施した事業者において
も、十分にその責務に対する認識が共有されていることがわかる。
【具体例】
◦乗務員の健康起因事故対策として脳ドックの受診費用等を会

社負担で実施
◦経営トップが帰宅時に必ず運輸部に立ち寄り、当日の運行状

況や個別の課題について情報共有

②安全統括管理者の責務
安全統括管理者は事業者の輸送の安全の要として経営トッ

プとコミュニケーションを図りながら業務を遂行していることが
わかる。また、自社の安全管理体制の課題の把握に努め、現場巡
視等を行って情報収集と経営トップへの意見具申を行っていた。
【具体例】
◦緊急会議や事故事案研究会を開催し危機感を共有、管理者の

スキルを向上

【図３】運輸安全マネジメントガイドライン14項目とPDCAサイクルの関係

（出典：国土交通省「運輸安全マネジメント評価のイメージ」）



RMFOCUS Vol.86 〈2023 Summer〉　32

【表２】当社が実施した第三者評価結果における評価・助言の件数の多い上位3項目

評価 助言
1 経営トップの責務 1 事故、ヒヤリ・ハット情報等の収集・活用

2
安全統括管理者の責務 2

安全重点施策
マネジメントレビューと継続的改善

重大な事故・自然災害等への対応 3 内部監査

【図４-１】当社が実施した第三者評価結果の「評価」の件数割合

【図４-２】当社が実施した第三者評価結果の「助言」の件数割合

【評価】

【助言】

貸切バス事業者における運輸安全マネジメント
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◦自社の安全管理体制の課題を把握し、経営トップや他の役員
とのコミュニケーションを確保

◦積極的に報告・上申を実施

③重大な事故・自然災害等への対応
重大な事故等への対応については、バスジャックや重大事故

発生時の対応マニュアルを整備し定期的に訓練を実施している
事業者が多かった。訓練実施の際は経営トップが参加し、運行停
止や車両の移動などのシミュレーションを行っていた。
【具体例】
◦自治体との連携による避難場所の確保、被災者避難のための

輸送の提供
◦バスジャック遭遇という異常事態への訓練を全営業所で実施

⑵助言事項

①事故、ヒヤリ・ハット情報等の収集・活用
事故、ヒヤリ・ハット情報等の収集・活用においては、事故原因分

析の結果が「乗務員の要因」に偏っている事業者が多く見受けられ
た。原因分析の際は「六つの視点」（本人・相手・車両（ハード面）・環境
面・ソフト面（指導・教育）・管理面（点呼・運行管理））を意識し、特に管
理面・ソフト面・ハード面の対策を意識的に行うことが期待される。
【具体例】
◦収集・活用する情報を明確化するため、対象とする「事故」「ヒ

ヤリ・ハット情報」を明確に定義
◦ヒヤリ・ハット情報をネガティブな情報と捉えず、「安全情報」な

どのポジティブ情報として、情報提供者を評価

②安全重点施策およびマネジメントレビューと継続的改善
安全重点施策およびマネジメントレビューにおいては、事業者

の安全に関する具体的な課題解決に向け、組織全体、各部門等
において、輸送の安全確保に関する目標を設定し、目標を達成す
るために必要な具体的な取組計画を作成することが求められる。
また、目標の達成状況や取組計画の実施状況をマネジメントレ
ビューにおいて総括し、次年度の安全重点施策に反映するとい
う、PDCAサイクルを意識した取り組みが求められる。
【具体例】
◦事故の原因分析結果を基に「減らしたい事故」を明確化した

うえで目標を定め、その目標達成に向けた「取組計画」を策定
し、その実施・達成状況を踏まえて改善につなげていくという
PDCAサイクルのストーリーを構築

◦年1回はマネジメントレビューを実施し当年度の振り返りと次
年度の取組計画を策定

③内部監査
内部監査においては、内部監査自体が実施されていない、また

は安全管理部門に対する内部監査が実施されていないなどの事
業者が多かった。内部監査はPDCAのCにあたり、次年度の目標や

取組計画に反映させるための重要な取り組みである。事業者にお
いては以下助言事項を参考に「まずやってみる」ことを期待したい。
【具体例】
◦内部監査を実施するにあたり、ガイドライン別添2に示されてい

る「安全管理の取組状況の自己チェックリスト」を活用
◦外部機関に依頼するなど、自社の安全に関する各種取組の効

果把握および見直し・改善に重きを置いた内部監査を実施で
きる体制を整備

6 まとめ

貸切バス事業者における運輸安全マネジメントへの取り組み
は、事業規模や地域性など個々の事業者の環境により一概に表
現できるものではないが、PDCAサイクルを活用した継続的な取
り組みを実施するという点で課題はあると認識している。取組全
般のPDCAはもちろんであるが、例えば安全方針におけるPDCA
サイクルの取り組みでは、安全方針を策定する（P）、安全方針を
周知する（D）、従業員の理解度を把握する（C）、理解度を踏まえ
改善する（周知方法を変更する、方針を見直す等）（A）といった、
各項目における小さなPDCAを回すことも重要と考える。本稿は
事業許可更新にあたり認定事業者による評価が必要な事業者の
取組状況を中心に解説してきたが、その対象とならない運輸事業
者においても、自社の安全管理体制の構築状況を確認する機会
としていただければ幸いである。また、自社の取り組みについて外
部評価機関の「第三者目線」での評価を受けることは、取り組みを
客観的に振り返る良い機会になる。本稿をご覧の皆さまにおいて
は、自社の取り組みを今一度ご確認いただき、それぞれの立場か
ら改善に向けた取り組みに着手していただくことを期待したい。

以上

※本稿は2023年5月20日時点のガイドラインに基づき作成している。
（出典の記載のないものは全てMS＆ADインターリスク総研提供）

参考文献・資料等

1）国土交通省東北運輸局「2022年度以降の事業許可更新までの間に行
政処分を受けた場合の、更新申請時の注意点について（お知らせ）」＜
https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/content/000238983.pdf＞（最
終アクセス2023年5月24日）

２）国土交通省「『安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な
対策』の公表について」＜https://www.mlit.go.jp/report/press/
jidosha02_hh_000250.html＞（最終アクセス2023年5月24日）

３）国土交通省「運輸安全マネジメント評価のイメージ」＜https://www.
mlit.go.jp/unyuanzen/image.html＞（最終アクセス2023年5月24日）

４）国土交通省「運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドラ
イン～輸送の安全性の更なる向上に向けて～」＜https://www.mlit.
go.jp/unyuanzen/content/001601175.pdf＞（最終アクセス2023年
5月24日）
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要旨
▪自然の有限性・希少性を意識し、自然を経済活動に必要な「自然資本」とみなす考え方が拡がるとともに、生物多様性

の重要性、自然の恵みである生態系サービスに注目が集まっている。ただし生物多様性の価値は複雑であることに留
意する必要がある。

▪自然と気候は結びついており相互作用があるが、気候変動対策が自然環境を悪化させるケースも存在する。自然環
境保全に課題がある分野は陸上・海洋にわたり、幅広い。その他、絶滅危惧種、外来種、自然と共生（「里地里山」）、品
種改良、資源独占といった切り口もある。

▪世界的な取り組みの流れとして、生物多様性条約の締約、経済学・科学・政策の観点、企業の取り組みと情報開示があ
る。日本は生物多様性条約締約国として参加し法律・政策を整備、経済界も連動している。各種団体が関連する認証
を開発し、企業や消費者に影響を与えている。

▪金融界ではサステナブルファイナンスの潮流があり、自然資本・生物多様性についても取引先に影響を与えつつ金融
機関自身も対応している。保険業界は良好な自然環境が災害を防ぐ点から関連が深い。欧州の大手損害保険会社の
中に認識・対策が先行している例がある。

自然資本・生物多様性の考え方1

⑴自然資本・生物多様性への注目

気候変動問題への対策としてカーボンニュートラル（炭素中
立）に焦点が当たり、温室効果ガス（CO2等）の削減目標の議論
が活発化して久しい。そして最近では地球の環境全体への配慮
が必要との認識が高まった結果、自然資本（natural capital）
の考え方、生物多様性（biodiversity）の重要性、生態系サービ
ス（ecosystem services）の果たす役割、といったものに注目
が集まり、生物多様性の損失を食い止め、回復傾向に向かわせ
る「ネイチャーポジティブ」という目標が浮上しつつある。

⑵自然資本の考え方

「資本」は経済活動に必要なものであり、一般に「ヒト・モノ・
カネ」といわれ、それぞれ労働（人的資本）、土地・設備（物的資
本）、資金（金融資本）と分類できる。一方で空気や水、森林等
は有用ではあっても入手できてあたり前のもの（市場で取引さ
れない「公共財」）であり、資本とみなさず、せいぜい土地に付随
するものと認識されてきた。しかし経済活動が拡大し自然環境
の毀損が目立ち始めたことから自然の有限性・希少性が意識さ
れるようになり、それを経済活動に必要な「自然資本」として把
握する必要があるという考え方が普及し始めている。

経済活動の拡大で公共財としての自然資本が無秩序な使用
によって劣化するケースが増え（いわゆる「共有地の悲劇」）、大
気汚染・水質汚濁といった公害（＝社会的費用）が発生し、他の
経済主体に悪影響を与え始めた。そしてそれが深刻化する中で
自然資本への影響を計測し、何らかの方法でそれを金銭的価
値に変え、いわゆる「内部化」することが必要となってきている。

基礎研究レポート

自然資本・生物多様性に対する
取り組みの現状
ネイチャーポジティブに向けた動き

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
基礎研究部 受託調査グループ
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⑶生物多様性の定義とレベル

生物多様性の定義は我が国の「生物多様性基本法」第二
条によると「様々な生態系が存在すること並びに生物の種間
及び種内に様々な差異が存在すること」である。これは我が国
も批准した「生物多様性条約（Convention on Biological 
Diversity）」にもとづくものであり、世界でほぼ共通認識になっ
ている。定義からわかるように生物多様性は三つのレベルに分
類することができる（表1）。

一般に生物多様性の保全というと絶滅危惧種、特に象徴
的な種の保全が注目されがちである。たとえばジャイアントパ
ンダが頭に浮かびやすく、またライオンやトラもそうであろう。 
これはレベル分類で言えば「種（種間）の多様性」の保全に該当
する。そういった目立つ種は生態ピラミッドの上位に属する（ア
ンブレラ種）または生態系への影響力が大きく生物多様性に
とって重要（キーストーン種）であるが、特定の種の保全イコー
ル生物多様性の保全ではない。そして単純な種の数は多様性
の指標として十分ではなく、種の機能性の多様性も考慮しなく
てはならない。

また遺伝子（種内）および生態系の多様性とその保全も 

忘れてはならない視点である。家畜や農産物のように経済上有
益なものの確保に集中すると遺伝子（種内）の多様性は失われ
る。生態系も多様な種が存在する熱帯雨林が注目されがちで
あるが、寒冷地のツンドラ（凍原）のように多様な種は存在しな
くとも他の場所にはいない希少な種が存在する生態系もある。

⑷生態系サービス

我々が日ごろ享受している自然の恵みを再認識し整理したも
のが生態系サービスである。それは生物多様性条約では、供給
サービス、調整サービス、文化的サービス、基盤サービスに分
類され、多様な福利を構成している（図1）。

我々にもっとも身近なのは「供給サービス」であり、食糧・水、
繊維、木材や燃料がなければ我々の衣食住は成り立たない。 
自然が気候を調整し洪水を抑制しているといった多様な恩恵
があることから「調整サービス」という機能も重要であり、これ
は損害保険との関連性が高い。また自然が我々のこころを安定
させ生活を豊かにしている面もあり、「文化的サービス」として
機能している。そしてそれら供給・調整・文化的サービスを支え
る自然の機能として「基盤サービス」が存在する。

⑸自然資本と生物多様性の関係

自然資本の概念はかなり広いものであり、何らかの有益なも
の（便益）を生み出しうる自然関連のストックである。その有益
なもののフローとして既述の生態系サービスがあるとともに、
鉱物性資源（石油・石炭・天然ガス、金属等）や風・水流・地熱と
いった非生物的サービスがある。風・水流・地熱はエネルギー
として電力等に転換することが可能である。そして生物多様性
は自然資本を維持するために必要なものであるため自然資本
の一部であるとともに、生態系サービスを下支えする役割を持
つ。それらの関係を表したのが次頁図2である。

【図1】生態系サービスと人間にとっての福利 
（出典：環境省（2016）「生物多様性及び生態系サービスの総合評価報告書」P.104の図をＭＳ＆ＡＤインターリスク総研が一部簡略化）

レベル 内容

遺伝子（種内）の
多様性

同じ種であっても遺伝子の差により多様な個
性があること

種（種間）の多様性 動植物から細菌等の微生物にいたるまでいろ
いろな生物が存在すること

生態系の多様性 森林、里地里山、河川、湖沼、湿原、干潟、サン
ゴ礁などいろいろな自然が存在すること

【表1】三つのレベルの生物多様性

（出典：生物多様性条約によるレベル分類と環境省ホームページを基にＭＳ＆ＡＤ
インターリスク総研作成）

供給サービス 安全
食糧、淡水 個人の安全
木材および繊維 資源利用の確実性
燃料、その他 災害からの安全

基盤サービス 調整サービス 豊かな生活の基本資材
栄養塩の循環 気候調整、洪水制御 適切な生活条件 選択と行動の自由
土壌形成 疾病制御 十分に栄養のある食糧 個人個人の価値観
一次生産 水の浄化、その他 住居、商品の入手 で行ないたいこと、
その他 そうでありたい

文化的サービス 健康 ことを達成できる
審美的、精神的 体力、精神的な快適さ 機会
教育的 清浄な空気・水
レクリエーション的
その他 良い社会的な絆

社会的な連帯
相互尊重、扶助能力

生態系サービス 福利を構成する要素

地球上の生命ー生物多様性
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⑹生物多様性の便益の複雑性

自然資本という概念は資本としての性格を表すものである
ことからその便益に重点がある。それに対し生物多様性にお
ける多様であること自体は直接便益をもたらすものではない。 
というのは、多様なものの一部は便益がないまたはマイナスの
便益を持つものがある。そして一見すると害があるもの（たとえ
ばマラリアといった病原体を媒介する「蚊」）は排除すればいい
のかどうかは判断が難しく、複雑な生態系の中で安定性の維持
といった重要な役割を果たしている可能性もある。

また有害な生物から抽出できる成分の薬効が高いといった
新発見の可能性もあり、便益の判断も単純ではない。すなわち
多様性はリスクを低減する機能を持つことが多く、多様である
ことによりその中の一部が想定外の便益（リターン）をもたらす
役割がありうる。潜在的なリスク低減効果と便益を意識するこ
とも忘れてはならない。

課題が所在する分野2

⑴自然資本・生物多様性と地球温暖化の関係

自然資本・生物多様性と地球温暖化（global warming）に
は相互作用がある。自然資本・生物多様性が豊かであることは
地球環境を安定化させ地球温暖化を抑制する効果があり、そ
のおかげで自然資本・生物多様性が保たれている。地球温暖化
の進行が止まらない場合、自然資本である自然環境が破壊さ
れて炭素貯蔵能力が低下し、それがさらに温暖化を加速させる
ことが考えられる。また温暖化に耐えられない種が生き残るこ
とができず、極端な気候変動・海面上昇といった変化で生態系
の多くが消滅し生物多様性が失われる可能性が高い。よって
悪循環のリスクは意識せざるをえない。

主に欧米系の金融機関が参加するFinance for Biodiver-
sity Foundation（生物多様性のためのファイナンス財団、
略称F4B） はそうした関係を「Climate-Nature Nexus」（気
候と自然の結びつき）と表現している。そうした相互作用を 

考えると、自然資本・生物多様性の維持と地球温暖化の阻止は
両立をはかりながら進められることが望ましい。

一方で自然資本・生物多様性と地球温暖化の対策が相反す
る場合もある。気候変動対策として再生可能エネルギーを強
化、たとえば水力発電のために河川にダムを設置する場合や太
陽光発電のために森林に太陽光パネルの設備を設置する場
合、それが自然資本・生物多様性を毀損することがある。その
他に、農作物を使ったバイオマスエネルギーを増やそうとした
場合、農地の確保のために自然環境を改変したり特定の品種
のみを栽培したりすると自然資本や生物多様性にはマイナスの
影響が生じる。したがって両者がトレードオフとなるケースはあ
り、比較衡量して判断せざるをえない。

根本的には地球温暖化をもたらす人間の（主に経済）活動が
自然資本・生物多様性の消失につながっている。したがって経
済成長を継続しつつ自然資本・生物多様性を維持することは容
易ではなく、長期的に課題として残ることになろう。そして課題
の解決のためには技術革新・投資とともに地道な努力が必要と
なる。

⑵陸上（含む淡水・大気）

自然資本・生物多様性についての課題が存在する範囲は幅
広く、陸上分野については次頁表2のとおりにまとめることがで
きる。それぞれの課題は関連性があり、農地確保で植物、特に
森林・草原は縮小されることが多く、森林や草原が失われると
野生動物は減少し、淡水・大気にも影響が生じる。また淡水・大
気の状況が悪化すると植物（含む農作物）・動物へのマイナスも
生じる懸念があり、その相互関連性は重要である。

⑶海洋

海洋は温室効果ガスにより生じた熱の9割以上を吸収する
とともに、温室効果ガスであるCO2を吸収していることから地
球温暖化を抑制する役割を果たしている。しかしその能力に
も限界があり、海水の温度が上昇するとともに、酸性化が徐々
に進行している。海水の温度が上昇すれば海面が上昇し、
CO2吸収力・酸素吸収力が低下し、海洋の生態系全体に影響

【図2】自然資本、生物多様性、生態系サービス
（出典：Natural Capital Coalition（2017）「自然資本プロトコル　日本語版」P.12）
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を与えることはもとより、結果的に陸上の生態系への影響も
生じる。したがってClimate-Nature Nexusの例の一つであ
るといえる。

その他の海洋分野の課題をまとめると表3のものを挙げる
ことができる。陸上同様に課題間の関連性は高く、たとえば水
産資源を守るために養殖に力をいれると、海洋の生態系に影
響を与えてしまう。加えて養殖のためにマングローブ林が伐採
されると海洋生物等の生物多様性が失われることはもとより、
マングローブ林が海から来る風・波を（含む海水）から陸地を 

保護する機能、陸地からの土砂の流出から海を保護する機能
が失われてしまう。　

⑷その他の切り口

生物多様性については陸上・海洋に加え、他の切り口がいく
つかある（表4）。特に自然との共生という視点は自然資本・生
物多様性の現実的な保護と生態系サービスの活用に効果的で
あり、注目されることになろう。

（各種資料を基にMS&ADインターリスク総研作成）

絶滅危惧種 絶滅種・絶滅危惧種の存在が生物多様性喪失意識を高めている。絶滅リスクが高い種と分類されているも
の（レッドリスト）は種全体の3割近くを占める

外来種
（特に侵略的外来種）

もともとその地域に存在しなかった種（外来種）が人間の活動によって外部から入ると影響が生じる。特に
生態系を乱すのが侵略的外来種で、農業・漁業にも影響大

自然との共生
（「里地里山」）

2030年までに陸と海の30%以上を効果的に保全しようとする「30by30」という国際的目標あり。達成には
保護地域・海洋保護区の拡張とその管理適正化が重要に。
人間が手を加えつつ自然と共生することも必要で、イメージは日本の「里地里山」

品種改良
遺伝子操作・保全

品種改良で有用な遺伝子のみ利用、多様性が結果的に縮小（例：コシヒカリの寡占）。遺伝子操作で多様性
縮小加速も。一方、遺伝子保全は多様性維持の役割

生物資源の独占 生物多様性に恵まれた熱帯雨林が多く存在するのは熱帯を持つ途上国だが、歴史的にその生態系サービ
スを多く利用してきたのは先進国だった。そのため途上国側からの「バイオパイラシー」（biopiracy、生物
資源をめぐる海賊行為）との批判あり

【表4】その他の課題・切り口

植物（特に森林） 生物多様性の宝庫である熱帯雨林といった森林は自然資本として価値が高い。
一方でその利用のために過剰伐採や過放牧により破壊されやすく、砂漠化も

農地・農作物 農地確保のための森林・草原の開発で自然が失われ、また栽培が有用な農作物に集中することで生物 
多様性が消失する

動物（特に家畜） 狩猟により一部の種が絶滅する一方、食用等で有用な家畜は多くを占める（存在する哺乳類の6割が家
畜、4割弱が人間、野生動物は数%）

淡水 人間の活動で水質悪化、淡水魚や特有の草の生態系に影響する。
気候変動・森林減等の生態系変化で淡水の供給量が低下する

大気 大気も重要な自然資本。大気汚染により動植物の生態系に影響、生物多様性にマイナスとなる。温暖化 
ガス（CO2等）の増えすぎも地球環境を悪化させる

【表2】陸上の課題分野

（各種資料を基にMS&ADインターリスク総研作成）

水産資源の限界 魚・貝・甲殻類といった水産物は食糧として重要な生態系サービス。
漁船漁業による生産量は1990年代以降頭打ちで限界に近付いた可能性あり注1）

養殖の問題点 養殖業強化は水産資源枯渇の抑制に有効だが、特定地域の生態系に影響あり。
養殖場開発でマングローブ林等が開発されると陸地保護・生物多様性にマイナス

海洋植物の重要性 海洋植物・植物プランクトンは食物連鎖のスタート、光合成といった役割あり。
海藻は食用になり、海水を浄化する機能もあることから重要な自然資本

サンゴ礁の消失 サンゴ礁も生物多様性に重要な役割を果たしているが、白化現象等で減少傾向に。
またサンゴ礁は海岸の浸食防止の役割を持ち、自然環境の維持に必要

海洋プラスチック、マイク
ロプラスチックの問題

海洋生物が海洋に流出したプラスチック製品により被害を受ける。
マイクロプラスチックが食物連鎖を経て多くの生物の中に蓄積し、最終的に人間の中にも蓄積。残留性 
有機汚染物質・プラスチック添加剤等に問題あり

【表3】海洋の課題分野

（各種資料を基にMS&ADインターリスク総研作成）
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世界的な取り組み3

自然資本・生物多様性の重要性と対処の認識については大
きな流れとして、(1)生物多様性条約締約から始まるもの、(2)経
済学・科学・政策の観点からの議論、がある。また最近では(1)
(2)の動きを受けて(3)企業の取り組みと情報開示、という動き
がカーボンニュートラルの影響もあって強まっている。

⑴生物多様性条約と締約国会議

生物多様性の問題では当初は絶滅のリスクがある野生動植
物の保護に焦点があたり、19７3年に「ワシントン条約」が採択さ
れた（19７5年発効）。また水鳥等の生息地である湿地は開発の
対象となりやすいことからその保護に関し19７1年に「ラムサー
ル条約」が採択された（19７5年発効）。

しかしそれだけでは十分でない現実があり、それらを補完し
生物多様性の包括的保全および生物資源の持続可能な利用
のための国際的枠組みの必要性が認識されるようになった。
198７年に国連環境計画（UNEP）の主導により国際的な議論が
本格化し、1992年に生物多様性条約が採択された（1993年発
効）。日本も1992年に署名して締約国となり、同年に国内で環
境基本法を成立させ、生物多様性にも言及した（2008年には生
物多様性基本法を施行）。

その後は締約国会議（略称COP）が定期的に開催されてお
り、第15回締約国会議（COP15）は2021-2022年に開催された。
その際に2030年までの世界目標として、陸・海の少なくとも30%
を保全区域に指定（「30by30」）、企業・金融機関の環境負荷開
示促進といったことで一致が得られた。

⑵経済学・科学・政策面からの議論の深化

生物多様性条約が採択されたこともあって国際機関・各国
政府等の後押しで経済学といった社会科学や自然科学分野面
での自然資本の位置付けや政策面での対応についても議論が
進んできた。

200７年にはTEEB（The Economics of Ecosystem and 
Biodiversity、生態系と生物多様性の経済学）プロジェクトが
欧州委員会とドイツにより提唱され2008年に中間報告、2010
年の生物多様性条約の締約国会議（COP10）までに一連の報
告書が取りまとめられた。その後TEEBは「ビジネスのための
TEEB連合」を発足させ、それが2014年にメンバーを拡大して
Natural Capital Coalition（自然資本連合）へと発展した。 
そして2016年、自然資本連合は「自然資本プロトコル」を公表
し、自然資本を可視化し経営判断に生かすための枠組みを提
示した。

目標設定についてはSBTN（Science Based Targets 
Network）が気候変動分野で科学的根拠にもとづく目標設
定に取り組んできた。そしてそれを自然資本分野にも拡大し、
2020年にはSBTs for Natureの企業向け初期ガイダンスを 

公表した。行動目標の達成には科学的評価と政策が連動
することが重要であるとして2012年に生物多様性および
生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム
IPBES注2）が設立されている。気候変動に関する政府間パ
ネルのIPCC（Intergovernmental　Panel on Climate 
Change）がカーボンに対応、IPBESが自然に対応、という
関係にある。

⑶企業の取り組みと情報開示

企業も自然資本・生物多様性に対して意識を高めている。日
本においても、たとえば日本経済団体連合会（略称、経団連）は
2009年、翌年の第10回締約国会議（COP10、日本で開催）に先
立ち、「経団連生物多様性宣言」を公表しており、取り組みが始
まっている。2018年改定版の主な内容は表5のとおりであるが、
当初の宣言より基本的には変更はない。

企業の情報開示としては温室効果ガスに関連した気候関
連財務情報開示タスクフォース（Taskforce on Climate-
related Financial Disclosures、 略称TCFD）が先行して
いるが、2021年6月に自然関連財務情報開示タスクフォース

（Taskforce on Nature-related Financial Disclosures、
略称TNFD）が立ち上がり、自然資本・生物多様性に関する情
報開示の枠組み開発が始まっている。

また、各種商品が持続可能な経済・社会にマイナスの影響を
与えていないという認証が開発されており、自然資本・生物多
様性に関連するものとしては次頁表6の例がある。

たとえば林産物、具体的には木材や紙といったものにはFSC
（森林管理協議会、1993年設立）やPEFC/SGECの森林認証
があり、責任をもって管理されている森林からのものかどうか
認証されている。その他に水産物、コーヒー・紅茶といった農園
の商品、パーム油、途上国の各種商品といったものが対象で、
枯渇リスクが指摘されるもの、自然資本・生物多様性が犠牲に
なる懸念がある途上国関連のものが認証の対象となることが

1.経営者の責務 持続可能な社会の実現に向け、自然の営みと
事業活動とが調和した経営を志す

2.グローバルの視点 生物多様性の危機に対して、グローバルな視
点を持って行動する

3.自主的取組み 生物多様性に資する行動に自発的かつ着実
に取り組む

4.環境統合型経営 環境統合型経営を推進する

5.自然資本を活かし
た地域の創生

自然への畏敬の念を持ち、自然資本を活用し
た地域の創生に貢献する

6.パートナーシップ 国内外の関係組織と連携・協働する

7.環境教育・人材育成 生物多様性を育む社会づくりに向け、環境教
育・人材育成に率先して取り組む

【表5】経団連生物多様性宣言（改定版）

（出典：経団連ホームページ）
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多い。一方で幅広く農業全体の農産物に関連する認証もある
（GAP認証）。

そうした認証を得た商品を購入すれば消費者は自然資本・
生物多様性の維持に貢献でき、生産者・流通業者はその点を
セールスポイントとすることができる。また企業が商品の製造
時に認証を得た原料を使用すれば、その企業イメージにプラス
となることが期待できる。

金融機関の取り組み4

⑴サステナブルファイナンスの潮流

金融界では持続可能な社会を支える金融としてサステナブ
ルファイナンスの重要性が意識されるようになっている。その
嚆矢（こうし）となったのが2006年にスタートした「責任投資原
則」（Principles for Responsible Investment、略称PRI）
という世界的プラットフォームとしての投資原則である。環境

（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）
を重視するESGの視点を投資に反映させるべきというもので、
多くの金融機関が署名し、今ではESG要因を考慮するのは特
別なことではなく、当然の前提と考えられるようになったとい
える。自然資本・生物多様性への対応もESG要因を考慮した 

ものであり、環境の視点はもちろん、社会やガバナンスの視点も 
関連している。

2012年には「持続可能な保険原則 」（Principles for 
Sustainable Insurance、略称PSI、表7参照）、2019年には

「責任銀行原則」（Principles for Responsible Banking、
略称PRB）がスタートし、保険会社・銀行がESGといった持続
可能性に貢献する要因を考慮した金融サービスの提供推進を
加速する背景となった。

金融機関は取引先評価と金融サービス提供で取引先の行
動に影響を与えることができる。たとえば環境・社会に貢献す
る事業を計画する企業に対し積極的に投融資することにより 

原則1 保険事業に関連する環境・社会・ガバナンス（ESG）問題
を意思決定に組み込む

原則2 顧客やビジネス・パートナーと協働して、ESG問題に対す
る関心を高め、リスクを管理し、解決策を生み出す

原則3 政府や規制当局、他の主要なステークホルダーと協働し
て、ESG問題について社会全体での幅広い行動を促す

原則4 本原則実施の進捗状況を定期的に一般に開示して、説
明責任を果たし透明性を確保していることを示す

【表7】持続可能な保険原則（PSI）の4原則

（出典：UNEP FI（2012）「持続可能な保険原則」（2012年6月公表））

【表6】各種の自然資本・生物多様性に関連する認証

（各種関連団体のホームページ等を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成、認証マークはそれらホームページより抜粋）

対象 認証の内容 認証マーク例

林産物

①FSC（森林管理協議会）
②PEFC/SGEC関連（PEFCとSGECは相互認証も）
適切に管理された森林であることの認証（森林管理認証）、その認証を受けた
森林から流通・加工された生産物であることの認証（生産物認証）あり
その他に建造物・イベントインフラ等に対する認証もある（プロジェクト認証）
森林管理認証FM（Forest Management）、生産物認証CoC（Chain of Custody）

 

水産物
天然魚：MSC認証（海洋管理協議会、Marine Stewardship Council）、
養殖魚：ASC認証（水産養殖管理協議会、Aquaculture Stewardship Council）
水産物の流通・加工にもCoC認証あり

  

農産物
畜産物

GAP認証（Good Agricultural Practices）
地域による気候差反映。Global G.A.P.（ドイツが本部、主に欧州）、JGAP（日本）、
ASIAGAP（アジア、日本初の認証制度、GFSI承認の国際規格）

   

コーヒー等の農園 RA認証（Rainforest Alliance）
農園が環境、社会、経済のすべてに持続可能なことを監査し保証

 

パーム油 RSPO認証（Roundtable on Sustainable Palm Oil）
持続可能なパーム油のための円卓会議による基準を満たす農園・工場

 

途上国の各種商品 国際フェアトレード認証（The FAIRTRADE Marks）
国際フェアトレードラベル機構（Fairtrade International）の基準を満たす商品
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金融機関は間接的に環境・社会に貢献できるため、金融機関は
持続可能な社会実現への役割が期待されることになる。

⑵保険業界の動向

損害保険が自然資本・生物多様性と関連が深いことには理
由がある。良好な自然環境が失われると災害の原因になりう
ることはこれまでも指摘されており、たとえば森林を開発して
保水力が低下すると洪水・土砂災害の原因となることがある。 
そのため生態系を活用した防災・減災（Ｅｃｏ-ＤＲＲ）という考
え方が有効である。日本の国土は地震、火山の噴火、台風によ
る洪水といった災害が多く、自然との共生の中で災害を減らす
工夫を求められてきた。たとえば土砂崩れを防ぐための森林の
保全、海岸における砂防林としての松の植樹、堤防の脇での竹
林、水田での湧水機能の活用といったものがある。そして災害
のリスクが高い場所にはできるだけ住居を設けないという知恵
も残されてきた。

しかし近代化・人口急増の中で経済活動が活発化し、工場
建設や都市化が進む中で自然災害による被害を抑制すること
を十分勘案しない開発が増加してきた。災害のリスクを勘案し
ない開発がそれまで維持されてきた自然環境を破壊し、大きな
災害をもたらしてしまうという事例には事欠かない。その結果、
現在になってあらためて自然との共生の重要性が見直され、防
災・減災のために自然資本・生物多様性にも再度目が向けられ
るようになってきた。損害保険会社は災害の抑制に利害関係を
持つため、Ｅｃｏ-ＤＲＲという考え方を通し、自然資本・生物多
様性に強い関心を持つことは当然である。

また先進的な取り組みとしてNature-based Solutions
（自然を基盤とした解決、略称NbS）という考え方がある。 
それは防災・減災に限らず社会課題の解決に生物多様性と
いった自然を活用するというものである。人間は自然の恩恵を
受けているのだが、それに気づかないことが多い。損害保険会
社も広く恩恵を受けており、そのことを強く意識する必要があ
ろう。

保険会社の自然資本・生物多様性に対する取り組みでは、
欧州の一部の保険会社の動きが先進的であり活発である。方
針・戦略の開示、国際的動向への対応、保険引き受け・投資面
での考慮、データ整備、リスクコンサルティング、リサーチ活動・
支援で参考になる事例が見受けられる。相対的には米国・中国
の保険会社の取り組みはこれから本格化の段階を迎えると考
えられる。

　

今後の展望5

自然資本・生物多様性への取り組みにはいくつかのハード
ルがある。測定・数量化は温室効果ガスに比べると相対的に
困難であり、カーボンニュートラルとの関係は単純ではなく
相反するケースに留意する必要もある。また現時点では企業

等の情報開示・実態把握が不足しており、複雑性を克服する 
必要がある。

しかし自然資本・生物多様性の重要性についての認識は世
界的に合意を得られつつあり、貢献を求められている金融機関
は積極的な動きを今後も継続していくことになる。特に損害
保険会社は生態系を活用した防災・減災（Ｅｃｏ-ＤRR）、自
然を基盤とする解決（ＮｂＳ）という視点も加え、自然環境を
維持・改善するとともに人々の生活の安全・安心を守ることに
努めていくことになる。そしてその結果として自然を回復させる

「ネイチャーポジティブ」が現実となり、自然との共生による
安全で豊かな社会を享受できる未来が達成されることを期待
したい。

以上

参考文献・資料等

1）秋道・角南編著（2019）『海とヒトの関係学2　海の生物多様性を守
るために』西日本出版社

２）池田憲昭（2021）『多様性 ～人と森のサステナブルな関係』Arch 
Joint Vision

３）高橋進（2021）『生物多様性を問い直す』ちくま新書
4）藤田香（2017）『生物多様性・自然資本経営』日経BP社
5）森章（2018）『生物多様性の多様性』共立出版
6）吉川賢（2022）『森林に何が起きているか』中公新書
7）損害保険事業総合研究所（2022）「損害保険業界における生物多

様性取組の潮流について」

注）

1）国連等による一定の管理が行なわれているにもかかわらず水産資源枯渇
リスクが高まっている原因の一つとしてIUU（Illegal, Unreported and 
Unregulated）漁業、つまり「違法・無報告・無規制」に行なわれている漁業
があるといわれている

2）ＩＰＢＥＳはIntergovernmental Science-Policy Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Servicesの略である
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火災・爆発

●建材メーカーで工場火災　1人死亡、3人ケガ ー福井
5月13日午前6時半ごろ、福井県敦賀市の住宅資材メーカーの事業所

で、「爆発音があって、煙が上がっている」と119番通報があった。県警敦
賀署や地元消防によると、約6,000平方メートルが焼け、現場から1人の
遺体を発見。男性作業員3人がやけどなどで病院に搬送された。

同署によると、火災が起きたのは木材チップなどを固めた「パーティ
クルボード」の製造工場で、出火時は男性作業員８人がいたという。

同社は「被害状況が判明次第、当局の調査に全面的に協力し、迅速に
対策を実施する」とのコメントを出した。

地震

●能登で震度6強　1人死亡、23人ケガ －石川
5月5日午後2時42分ごろ、石川県能登地方を震源とする地震があり、

石川県珠洲（すず）市で震度6強を観測した。気象庁によると、震源の深
さは12キロ、地震の規模を示すマグニチュードは6.5と推定される。同日
午後9時5８分ごろにも、同市で震度5強の地震があった。同日午後11時現
在、同市で男性（65）が死亡したほか、石川、富山両県で計23人のケガ人
が確認されている。

国内で震度6強の揺れを観測したのは、福島、宮城両県で2022年3月
16日に起きた地震以来。

石川県や珠洲市などによると、同市内で男性（65）がはしごから転落
し、搬送先の病院で死亡した。このほか、倒壊した建物の下敷きになる
などして22人が負傷した。富山県でも1人がケガをした。

同市内では、建物3棟が倒壊。裏山の崖が崩れ、巨大な岩が直撃した
住宅もあった。約40世帯で断水が発生し、給水車が配水を実施してい
る。同市と南隣の能登町は避難所を開設し、住民計167人が避難した。石
川県は珠洲市、輪島市、能登町に災害救助法を適用。避難所設置などの
費用を国と県が負担する。

自動車事故

●東北道事故　3人死亡　停車バスにトラック追突 ー宮城
宮城県栗原市の東北自動車道下り線で5月16日夜、路肩付近に止まっ

ていた大型バスに大型トラックが追突した。バス後方の路上にいた女
性運転手と、乗客のネパール国籍の男性2人の計3人が全身を強く打っ
て死亡。バス車内に煙が充満していたと乗客が話しており、県警はエン
ジントラブルで停車し、乗客らが車外に出たところトラックにはねられた
とみて調べている。

死亡したバス運転手は、仙台市宮城野区のタクシー会社社長（女性、
56歳）。トラックを運転していた八戸市の運送会社の運転手（30）は重傷
を負い、入院した。

事故は16日午後８時10分ごろに起きた。バスの乗客はネパール国籍39
人、バングラデシュ国籍1人の計40人。全員が留学生で、アルバイト先の
岩手県一関市にある住宅設備会社の工場に向かっていたという。

死亡した3人はバス後方で車体を確認していたといい、他の乗客は無
事だった。

国土交通省東北運輸局は5月17日、車体の整備状況や運転手の健
康状態などを調べるため、バス、トラック双方の運行会社に道路運
送法に基づく特別監査に入った。この事故で若柳金成（栗原市）—
一関（一関市）の両インターチェンジ間の下り線が約9時間通行止め
となった。

工事中の事故

●クレーン車倒れ1人死亡、工事現場で3台下敷き ー東京
東京都品川区の老人ホーム建設現場で5月16日午前10時ごろ、「20ト

ンのクレーン車が倒れ、下敷きになった車に閉じ込められている人が
いる」と119番通報があった。警察署員らが駆け付けたところ、敷地内や
入り口付近に止まっていた工事関連車両3台が下敷きになるなどして
おり、1人が死亡し、1人がケガをした。同署は詳しい事故原因を調べて
いる。

同署と東京消防庁によると、死亡したのは敷地内で下敷きになった
ワゴン車の運転席にいた50代男性。入り口付近に止まっていた2トント
ラックの50代の男性運転手も足を挟まれるなどしてケガをし、病院に搬
送された。ほかの1台に人は乗っていなかった。

敷地内には当時5〜6人の作業員がいた。クレーン車は移動中に左に
傾いて横転したという。

製品安全

●衣類乾燥機160万台リコール
電気機器メーカーは4月20日、衣類乾燥除湿機の一部に発火の恐れ

があるとして、2003〜21年に製造した約160万台をリコールすると発表
した。設計上に不備があった可能性があるという。07年以降、発火した
り、煙が出たりする事故が国内外で12件報告されているが、利用者にケ
ガはなかった。

対象製品について、国内では製造の打ち切りから８年以内の約57万台
は無料で製品の交換に応じ、８年を経過した製品は同社が1万〜2万円
で引き取る。

●製薬会社に課徴金6億円超、過去最高額 －消費者庁
「空間のウイルスを除去」などと根拠のない表示で除菌剤を販売した

として、消費者庁は5月11日、製造販売元の製薬会社に対し、景品表示法
違反（優良誤認）で課徴金6億744万円を納付するよう命じた。同法に課
徴金制度が導入されてから最高額となる。　
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業務遂行上の事故

●倉庫火災、51億円の賠償命令　段ボール回収業者に ー東京地裁
埼玉県三芳町で2017年に起きたオフィス用品通販会社の倉庫火災

を巡り、段ボール回収業者の作業が発生原因だったとして、通販会社が
約101億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が4月26日、東京地裁であっ
た。裁判長は業者側の過失を認め、約51億円の賠償を命じた。

裁判長は、高さ1.5〜3メートルの段ボールが集積された倉庫内の部
屋で、業者の従業員がフォークリフトを繰り返し動かしたところ、周囲の
段ボールなどがエンジン部分に混入し、高温の排気管に触れて着火し
たことが火災の原因と認定。「従業員は着火の可能性を予見できたの
に、段ボールなどを取り除くことなくフォークリフトの動作を繰り返した」
と指摘し、過失を認めた。

●特養死亡で1,370万円賠償命令　食事で窒息 －名古屋地裁
愛知県春日井市の特別養護老人ホームで、職員らが見守りを怠った

結果、入所していた女性（当時８1歳）が食べ物を喉につまらせて死亡し
たとして、遺族が施設側に計約3,550万円の損害賠償を求めた訴訟の判
決が3月2８日、名古屋地裁であった。裁判長は施設側の注意義務違反を
認定し、計約1,370万円の支払いを命じた。

判決によると、女性は認知症で要介護認定を受け、2019年2月に施設
に入所した。同年12月12日午後、食事中に食べ物を喉につまらせて心肺
停止状態となり、その後、窒息死した。

判決は、女性が以前から食事をかき込んで食べ、たびたび嘔吐（おう
と）していたことから、「吐いた食べ物で窒息する危険性を予見できた」
と指摘。女性が食事する際は職員が常に見守るべきだったのに、目を離
した結果、女性が死亡したと認定した。

不正・不祥事等

●電機メーカー旧経営陣に3億円賠償命令、不正会計の責任認定 －東
京地裁
電機メーカーで2015年に発覚した不正会計で東京地裁は3月2８日、 

元社長、元副社長ら5人に計3億８60万円の支払いを命じる判決を言い渡
した。経営が混乱する発端となった不正会計問題で、旧経営陣の個人責
任を認めた判決は初めて。

判決は、同社が国内外でのインフラ事業3件で、適切な損失引当金を
計上しないなど、会計基準に照らして違法な会計処理をしていた、と認
めた。

当時の社長や担当副社長だった5人は「違法と認識できたのに、中
止、是正させる義務を怠った」と判断した。

そのうえで、同社が金融商品取引法違反（有価証券報告書などの虚偽
記載）で金融庁から納付命令を受けた約74億円の課徴金や、東京証券
取引所などに支払った違約金などの一部について、5人に賠償責任があ
るとした。

一方、パソコン事業や映像機器事業で行われた利益の水増しなどに
ついては、違法とは認められないか、事実関係を認める証拠が足りない
と判断した。

情報セキュリティ

●通信会社、個人情報流出の恐れ　最大529万件
通信会社は3月31日、同社のインターネット接続サービスと動画配

信サービスの契約者情報が最大で約529万件流出した恐れがあると
発表した。業務委託先企業のパソコンから流出したとみられる。同社
は、現時点では顧客情報の不正利用などは確認されていないとして
いる。

3月30日午後1時40分ごろ、委託先企業の業務用パソコンが外部のサ
イトと不正な通信をしていることを検知した。契約者の氏名、住所、電話
番号、メールアドレス、生年月日などの個人情報が流出した可能性があ
る。現在契約している人だけでなく、解約者の情報も入っていた。クレ
ジットカードなど決済関連情報は含まれていない。

同社は「お客さまにご迷惑とご心配をおかけし深くおわびする」とコメ
ント。このパソコンはすでにネットワークから切り離しており、原因を含
め詳細を調査している。

労務問題

●配管工事会社　過労自殺で賠償命令 －大阪地裁
2017年に茨城県守谷市の配管工事会社の男性従業員（当時66歳）が

自殺したのは、30日間連続で勤務するなど長時間労働によるうつ病が
原因として、遺族3人が会社に損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地
裁は4月1８日、自殺との因果関係を認め請求とおり計約4,400万円の支払
いを命じた。

裁判記録などによると遺族側は元請けの電機メーカーなども相手
取って訴訟を起こしていたが、和解が成立した。和解内容は非公表。

判決によると、配管技術者だった男性は17年4月に大阪市から単身赴
任し、東京都内の配管工事の現場監督として勤務。通常4カ月かかる工
程を2カ月で行うよう指示され業務量が増え、月13８時間の時間外労働
を行い、８月下旬にうつ病を発症、自宅アパートで9月に自殺した。労働基
準監督署（東京）は1８年6月、長時間労働による気分障害が自殺の原因と
して労災認定した。

会社側は業務委託契約で男性と雇用関係になかったと主張したが、
裁判長は、男性が会社の指揮監督の下で働いていたとして労働契約に
あたると指摘。「心身の健康を損なうことがないように注意すべきだっ
たのに怠った」と判断した。

●待遇格差　電子部品メーカーに賠償命令 －津地裁
正規社員との待遇格差は旧労働契約法に違反するとして、電子部品

メーカーの事業所で働く日系ブラジル人ら60人が同社に損害賠償を求
めた訴訟で、津地裁は3月16日、一部の格差は不合理だとして計約3,200
万円の支払いを命じた。

判決理由で裁判長は、扶養手当について「長期にわたって勤務してい
る原告に支給されなかったのは不合理」と指摘。半日単位の有給休暇
取得やリフレッシュ休暇などが認められていないのも、同様に不合理だ
とした。一方で賃金や賞与の格差については、職務内容などに大きな違
いがあるとして訴えを退けた。

判決によると、60人は事業所で2010年以降、非正規雇用の契約社員と
して、主にハードディスク部品の製造に従事してきた。



Information

～産学連携の研究プロジェクトで「将来洪水ハザードマップ」を開発～
「LaRC(ラルク)洪水リスク分析サービス」の提供開始について

ＭＳ＆ＡＤインシュランス グループ ホールディングス株式会社（取締役社長 グループＣＥＯ：原 典之）、ならびにＭＳ＆ＡＤインターリスク
総研株式会社（代表取締役社長：一本木 真史）は、東京大学、芝浦工業大学と共同で立ち上げた「LaRC-Flood®プロジェクト※１」において、
「将来洪水ハザードマップ」を開発しました。
本ハザードマップは、将来の洪水リスク変化に整合した、高精度・高信頼度・高解像度のマップです。企業に気候変動リスクへの対応が求め

られる中、ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研のＷｅｂサイトにて、このハザードマップの一部を無償で一般公開し、社会ニーズに応えます。
またＭＳ＆ＡＤインターリスク総研は、仕様を高度化したハザードマップを活用し、新たなコンサルティングサービスの提供を開始します。
世界全域で定量的な影響評価を可能にし、気候変動が顕在化した場合の物理的リスクの把握を支援します。

※１：Large-scale Risk assessment of Climate change for Floodの略。ラルクフラッドプロジェクト。東京大学 生産技術研究所 山崎研究室、
芝浦工業大学 工学部土木工学科 平林研究室、ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ ホールディングス株式会社、ＭＳ＆ＡＤインターリスク
総研株式会社の四者で「気候変動による洪水リスクの大規模評価」を行うことを目的に、立ち上げたプロジェクトです。

温暖化の影響により洪水の頻度と規模は激甚化が想定さ
れています。先進国中心に洪水ハザードマップが作成・活用さ
れていますが、過去に例を見ない災害に備えるには、将来の気
候変動の影響を加味したハザードマップが必要でした。
一方、将来洪水ハザードマップの開発には、気候モデルによ
る予測情報が必要となりますが、気候モデルによる降雨や流
出量等の予測値にはバイアス※２が存在し、正確な浸水深把握

【高精度・高信頼度・高解像度を兼ね備えたグローバル将来洪水ハザードマップ（東南アジア地域）】

１  背景

2  将来洪水ハザードマップの開発

には、このバイアスを適切に補正することが不可欠です。
こうした課題を解決し、将来洪水ハザードマップを正確に構
築する方法を確立すべく、本プロジェクトで研究・開発するこ
ととしました。
※２：気候モデルには、観測データとの誤差が存在しており、正確

な推定に対する障害となる。

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研は、より詳細な情報が必要な
お客さま向けに、「LaRC-Flood®プロジェクト」で開発した将
来洪水ハザードマップを活用し、企業向けのコンサルティング
サービスの提供を2023年4月から開始しました。本サービスで
は、現在気候、気候2℃未満、4℃上昇の各シナリオにおける世
界全域で将来の洪水浸水深の変化や洪水による被害額等を
算出、気候変動が顕在化した場合の物理的リスクの把握を支
援します。さらに分析した拠点付近の浸水深分布情報を提供す
るため、拠点周辺のリスク把握や面的な分析も可能となります。
本サービスで使用している将来ハザードマップは、2023年3
月に国土交通省が公表した「TCFD提言における物理的リスク

3  将来洪水リスク分析サービスの概要

評価の手引き～気候変動を踏まえた洪水による浸水リスク評
価～」ガイドライン※５で、東京大学 山崎大准教授が開発した
CaMa-Flood※６を用いたグローバル将来洪水ハザードマップ
として紹介されました。CaMa-Floodの開発者である東京大
学の山崎大准教授が浸水深空間分布の高度化に携わった唯
一の共同研究プロダクトです。
※５：https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/tcfd/

index.html
※６：CaMa-Flood：Catchment-based Macro-scale Floodplain 

modelの略。地球全域を対象としたグローバル河川水動態
モデル。地球全域の河川の流量や浸水深などが計算できる。

2018年から5年間にわたる「LaRC-Flood®プロジェクト」の
研究・検証を経て、気候予測データに含まれる観測データとの
誤差を補正する手法※３を東京大学・芝浦工業大学と新たに開
発しました。
その結果、将来洪水リスクの変化傾向と整合した、高精度・
高信頼度・高解像度を兼ね備えた将来洪水ハザードマップの

構築に成功し、ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研のＷｅｂサイト
にて、その一部を無償一般公開します。

※４：ssp585：現時点を超える政策的な緩和策を取らないシナリオ（4℃上昇シナリオ）

＜一般公開版の仕様＞ 河川洪水

①空間解像度 ：約500ｍ
②再現確率 ：100年
③対象年代　 ：現在／2080年
④気候変動シナリオ：ssp585※4

日本周辺地域、東南アジア
無償

分析対象

仕様

対象地域
費用

開始時期
分析対象

仕様

対象地域
費用

必要データ
成果物

2023年4月24日

河川洪水

①空間解像度 ：約90ｍ
②再現確率 ：100年～1,000年
③対象年代 ：現在／2030年／2050年／2080年
④気候変動シナリオ ：ssp126※７／ssp585

全世界

有償（プランに応じて1拠点45万円～）

位置情報（住所・緯度経度等）、資産価額（建物・内容物別）
拠点別の現在・将来における気候の財務影響、および、浸水深分布

※７：ssp126：気温上昇を産業革命以前と比べて2度未満に抑えることを目指すシナリオ

※3：本手法は、国際査読誌に受理済みであり科学的に妥当であ
ると保証された構築手法です。
詳細は
      を参照。

【無償一般公開ハザードマップ（タイのチャオプラヤ川周辺）】

https://hess.copernicus.org/articles/27/1627/
2023/

https://www.irric.co.jp/LaRC-Flood
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Information

～産学連携の研究プロジェクトで「将来洪水ハザードマップ」を開発～
「LaRC(ラルク)洪水リスク分析サービス」の提供開始について

ＭＳ＆ＡＤインシュランス グループ ホールディングス株式会社（取締役社長 グループＣＥＯ：原 典之）、ならびにＭＳ＆ＡＤインターリスク
総研株式会社（代表取締役社長：一本木 真史）は、東京大学、芝浦工業大学と共同で立ち上げた「LaRC-Flood®プロジェクト※１」において、
「将来洪水ハザードマップ」を開発しました。
本ハザードマップは、将来の洪水リスク変化に整合した、高精度・高信頼度・高解像度のマップです。企業に気候変動リスクへの対応が求め

られる中、ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研のＷｅｂサイトにて、このハザードマップの一部を無償で一般公開し、社会ニーズに応えます。
またＭＳ＆ＡＤインターリスク総研は、仕様を高度化したハザードマップを活用し、新たなコンサルティングサービスの提供を開始します。
世界全域で定量的な影響評価を可能にし、気候変動が顕在化した場合の物理的リスクの把握を支援します。

※１：Large-scale Risk assessment of Climate change for Floodの略。ラルクフラッドプロジェクト。東京大学 生産技術研究所 山崎研究室、
芝浦工業大学 工学部土木工学科 平林研究室、ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ ホールディングス株式会社、ＭＳ＆ＡＤインターリスク
総研株式会社の四者で「気候変動による洪水リスクの大規模評価」を行うことを目的に、立ち上げたプロジェクトです。

温暖化の影響により洪水の頻度と規模は激甚化が想定さ
れています。先進国中心に洪水ハザードマップが作成・活用さ
れていますが、過去に例を見ない災害に備えるには、将来の気
候変動の影響を加味したハザードマップが必要でした。
一方、将来洪水ハザードマップの開発には、気候モデルによ
る予測情報が必要となりますが、気候モデルによる降雨や流
出量等の予測値にはバイアス※２が存在し、正確な浸水深把握

【高精度・高信頼度・高解像度を兼ね備えたグローバル将来洪水ハザードマップ（東南アジア地域）】

１  背景

2  将来洪水ハザードマップの開発

には、このバイアスを適切に補正することが不可欠です。
こうした課題を解決し、将来洪水ハザードマップを正確に構
築する方法を確立すべく、本プロジェクトで研究・開発するこ
ととしました。
※２：気候モデルには、観測データとの誤差が存在しており、正確

な推定に対する障害となる。

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研は、より詳細な情報が必要な
お客さま向けに、「LaRC-Flood®プロジェクト」で開発した将
来洪水ハザードマップを活用し、企業向けのコンサルティング
サービスの提供を2023年4月から開始しました。本サービスで
は、現在気候、気候2℃未満、4℃上昇の各シナリオにおける世
界全域で将来の洪水浸水深の変化や洪水による被害額等を
算出、気候変動が顕在化した場合の物理的リスクの把握を支
援します。さらに分析した拠点付近の浸水深分布情報を提供す
るため、拠点周辺のリスク把握や面的な分析も可能となります。
本サービスで使用している将来ハザードマップは、2023年3
月に国土交通省が公表した「TCFD提言における物理的リスク

3  将来洪水リスク分析サービスの概要

評価の手引き～気候変動を踏まえた洪水による浸水リスク評
価～」ガイドライン※５で、東京大学 山崎大准教授が開発した
CaMa-Flood※６を用いたグローバル将来洪水ハザードマップ
として紹介されました。CaMa-Floodの開発者である東京大
学の山崎大准教授が浸水深空間分布の高度化に携わった唯
一の共同研究プロダクトです。
※５：https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/tcfd/

index.html
※６：CaMa-Flood：Catchment-based Macro-scale Floodplain 

modelの略。地球全域を対象としたグローバル河川水動態
モデル。地球全域の河川の流量や浸水深などが計算できる。

2018年から5年間にわたる「LaRC-Flood®プロジェクト」の
研究・検証を経て、気候予測データに含まれる観測データとの
誤差を補正する手法※３を東京大学・芝浦工業大学と新たに開
発しました。
その結果、将来洪水リスクの変化傾向と整合した、高精度・
高信頼度・高解像度を兼ね備えた将来洪水ハザードマップの

構築に成功し、ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研のＷｅｂサイト
にて、その一部を無償一般公開します。
https://www.irric.co.jp/LaRC-Flood
※３：本手法は、国際査読誌に受理済みであり科学的に妥当であ

ると保証された構築手法です。
詳細はhttps://hess.copernicus.org/articles/27/1627/
2023/を参照。

※４：ssp585：現時点を超える政策的な緩和策を取らないシナリオ（4℃上昇シナリオ）

【無償一般公開ハザードマップ（タイのチャオプラヤ川周辺）】

＜一般公開版の仕様＞ 河川洪水

①空間解像度 ：約500ｍ
②再現確率 ：100年
③対象年代　 ：現在／2080年
④気候変動シナリオ：ssp585※4

日本周辺地域、東南アジア
無償

分析対象

仕様

対象地域
費用

開始時期
分析対象

仕様

対象地域
費用

必要データ
成果物

2023年4月24日

河川洪水

①空間解像度 ：約90ｍ
②再現確率 ：100年～1,000年
③対象年代 ：現在／2030年／2050年／2080年
④気候変動シナリオ ：ssp126※７／ssp585

全世界

有償（プランに応じて1拠点45万円～）

位置情報（住所・緯度経度等）、資産価額（建物・内容物別）
拠点別の現在・将来における気候の財務影響、および、浸水深分布

※７：ssp126：気温上昇を産業革命以前と比べて2度未満に抑えることを目指すシナリオ
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Information

データドリブン人的資本経営実践コンサルティングを提供開始
～人的資本可視化・分析BIツールを展開するパナリット株式会社と業務提携～

「人的資本調査2022※1」の運営や人的資本経営・開示のコンサルティングを実施するMS&ADインターリスク総研株式会社（本社：東京都
千代田区、代表取締役社長：一本木 真史）は、人的資本KPIを可視化するBIツール「パナリット」を運営するパナリット株式会社（本社：東京
都目黒区、CEO：小川 高子）とパートナー契約を結び、人的資本経営の戦略構築から、人的資本データの可視化、データを活用した人的資
本経営の実践と開示までをトータルで支援する「データドリブン人的資本経営実践コンサルティング」の提供を開始しました。

※1 （一社）HRテクノロジーコンソーシアム、HR総研（Pro Future(株)）と共同で、人的資本経営と情報開示のあり方を中心とした人的資本の取
組みを後押しするために、2022年9月8日～12月2日の期間で実施した大規模調査

MS&ADインターリスク総研は、「人的資本調査2022」や
「人的資本取組診断※2」・「人的資本経営・開示コンサルティン
グ」などを実施し、企業の人的資本経営・開示の取り組みを支
援してまいりました。
また、パナリット株式会社は、人的資本KPIを可視化するBI
ツール「パナリット」の開発・運営を手掛け、HRデータの集計
やレポーティングの効率化、データに基づく人事意思決定を
支援しています。
人的資本経営・開示を効果的に実践するためには、人的資
本経営・開示における戦略構築や施策の実施に加え、自社に

１  業務提携の背景

2  「データドリブン人的資本経営実践コンサルティング」について

必要な人的資本データを可視化し、データに基づき自社の人
的資本課題や施策の効果検証を行える体制整備が求められ
ます。この「データドリブンな人的資本経営と開示」が可能な
状態を実現するためには、両社が保有するコンサルティングと
人的資本可視化のノウハウやテクノロジーを組み合わせるこ
とが最善と判断し、この度の業務提携に至りました。
※2 人的資本経営・情報開示の取組状況について、人的資本調

査2022で得られた280社分の調査データに基づき「人的資本
経営・開示における自社の強みや課題」をスコアで可視化で
きるサービス

⑶人的資本データを活用した人的資本戦略の実現
「パナリット」を活用した、人的資本データ・人的資本KPIに
基づいた人的資本経営の実践を支援します。
可視化された人的資本データ・人的資本KPIを分析し、「人
的資本の戦略を実現する上の課題」を特定して、課題解決に

向けた具体的な施策の提案を実施します。また、人的資本開
示に向けても、ステークホルダーから評価を得られる開示の
仕方・記載方法なども具体的に支援します。

⑴人的資本戦略構築（KPI設定含む）
企業価値向上を実現するために必要な人的資本経営・開示
全般の戦略構築を支援します。
人材版伊藤レポートで提唱される「3P5Fモデル」などを参
考に、企業理念や経営戦略と連動した独自の人事戦略構築
や、戦略に紐づく人的資本KPIの設計を支援します。

⑵戦略に基づく人的資本可視化（BIツールの導入・活用）
人的資本戦略に基づく人的資本データ・人的資本KPIをリ
アルタイムで可視化するためのBIツール「パナリット」の導入・
活用を支援します。
人的資本経営・開示を実施する上で、人的資本データ・人的
資本KPIの可視化は必須要件となります。一方、多くの企業で
はこれらに必要となる各種人事データが異なるシステムに分
散し、またデータの定義が統一されていない状況にあります。
このため、データクレンジングに膨大な手間がかかり、集計や
横断的な分析が困難となるなど課題があります。
「パナリット」を導入することで、こうしたデータ収集・可視化
に伴う作業を大幅に軽減することが可能です。
「パナリット」は、既存の人事システムやデータファイルに
連携するだけで、企業の組織状態を約150種類の指標や分析

観点から客観的に可視化し、改善の方向性を示唆します。
高度な分析技術や専門家を社内に持たずとも、現在利用中
のツールやファイルと連携させるだけですぐに始められ、デー
タドリブンな人事意思決定を実行できるように開発されてい
ます。導入負荷も少なく、2週間程度で実装し活用を始められ
るところも評価されています。 
本コンサルティングにより、経営会議での報告用の人的資
本KPIダッシュボードの作成や、自社の人事課題の特定に向け
た指標のカスタマイズなど、「パナリット」の具体的な活用法ま
で支援します。

今後、企業価値向上を目指すには、人的資本データを活用
し、人的資本経営・開示を高いレベルで実践していくことが必
要となります。
両社が提携することで、より多くの企業に対し「人的資本戦
略の構築後、自社の人的資本情報を可視化し、可視化した人
的資本データを活用して人的資本の戦略を実現する」という、

3  今後に向けて

戦略策定から実践までを一気通貫で支援し、データドリブン
な人的資本経営が広く定着していくことを目指してまいりま
す。その結果、これらの取り組みが日本企業の価値向上を強力
に後押しすることにつながるよう、両社の協力関係を深めてま
いります。

【BIツール「パナリット」】
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Information

データドリブン人的資本経営実践コンサルティングを提供開始
～人的資本可視化・分析BIツールを展開するパナリット株式会社と業務提携～

「人的資本調査2022※1」の運営や人的資本経営・開示のコンサルティングを実施するMS&ADインターリスク総研株式会社（本社：東京都
千代田区、代表取締役社長：一本木 真史）は、人的資本KPIを可視化するBIツール「パナリット」を運営するパナリット株式会社（本社：東京
都目黒区、CEO：小川 高子）とパートナー契約を結び、人的資本経営の戦略構築から、人的資本データの可視化、データを活用した人的資
本経営の実践と開示までをトータルで支援する「データドリブン人的資本経営実践コンサルティング」の提供を開始しました。

※1 （一社）HRテクノロジーコンソーシアム、HR総研（Pro Future(株)）と共同で、人的資本経営と情報開示のあり方を中心とした人的資本の取
組みを後押しするために、2022年9月8日～12月2日の期間で実施した大規模調査

MS&ADインターリスク総研は、「人的資本調査2022」や
「人的資本取組診断※2」・「人的資本経営・開示コンサルティン
グ」などを実施し、企業の人的資本経営・開示の取り組みを支
援してまいりました。
また、パナリット株式会社は、人的資本KPIを可視化するBI
ツール「パナリット」の開発・運営を手掛け、HRデータの集計
やレポーティングの効率化、データに基づく人事意思決定を
支援しています。
人的資本経営・開示を効果的に実践するためには、人的資
本経営・開示における戦略構築や施策の実施に加え、自社に

１  業務提携の背景

2  「データドリブン人的資本経営実践コンサルティング」について

必要な人的資本データを可視化し、データに基づき自社の人
的資本課題や施策の効果検証を行える体制整備が求められ
ます。この「データドリブンな人的資本経営と開示」が可能な
状態を実現するためには、両社が保有するコンサルティングと
人的資本可視化のノウハウやテクノロジーを組み合わせるこ
とが最善と判断し、この度の業務提携に至りました。
※2 人的資本経営・情報開示の取組状況について、人的資本調

査2022で得られた280社分の調査データに基づき「人的資本
経営・開示における自社の強みや課題」をスコアで可視化で
きるサービス

⑶人的資本データを活用した人的資本戦略の実現
「パナリット」を活用した、人的資本データ・人的資本KPIに
基づいた人的資本経営の実践を支援します。
可視化された人的資本データ・人的資本KPIを分析し、「人
的資本の戦略を実現する上の課題」を特定して、課題解決に

向けた具体的な施策の提案を実施します。また、人的資本開
示に向けても、ステークホルダーから評価を得られる開示の
仕方・記載方法なども具体的に支援します。

⑴人的資本戦略構築（KPI設定含む）
企業価値向上を実現するために必要な人的資本経営・開示
全般の戦略構築を支援します。
人材版伊藤レポートで提唱される「3P5Fモデル」などを参
考に、企業理念や経営戦略と連動した独自の人事戦略構築
や、戦略に紐づく人的資本KPIの設計を支援します。

⑵戦略に基づく人的資本可視化（BIツールの導入・活用）
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観点から客観的に可視化し、改善の方向性を示唆します。
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3  今後に向けて

戦略策定から実践までを一気通貫で支援し、データドリブン
な人的資本経営が広く定着していくことを目指してまいりま
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【BIツール「パナリット」】
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鈴木 修一郎（すずき しゅういちろう）
株式会社ウェイストボックス 代表取締役

【略歴】
1975年埼玉県生まれ。早稲田大学教育学部卒。
事業会社を経た後、2004年環境コンサルティングを専門とする（株）リ
サイクルワン（現（株）レノバ）入社、主に不動産における環境デューデ
リジェンス業務に従事。
2006年2月独立し、（株）ウェイストボックスを設立。
2018年～2020年には環境省が実施した脱炭素経営による企業価値
向上促進プログラムにおける支援窓口を担当。大手企業を中心に近
年問い合わせが急増しているＳcope3やＳＢＴと呼ばれる「（ＥＳＧ投資
やＳＤＧｓにおける主要指標となる）国際規格に対応したＣＯ２排出量」
の把握に携わっている。

米重 克洋（よねしげ かつひろ）
株式会社JX通信社 代表取締役

【略歴】
1988年（昭和63年）山口県生まれ。聖光学院高等学校（横浜市）卒業
後、学習院大学経済学部在学中の2008年に報道ベンチャーのJX通
信社を創業。「報道の機械化」をミッションに、国内の大半のテレビ局
や新聞社、政府・自治体等に対してAIを活用した事件・災害速報を配
信するFASTALERT、500万DL超のニュース速報アプリNewsDigest
を開発。他にも、選挙情勢調査の自動化ソリューションの開発や独自
の予測、分析を提供するなど、テクノロジーを通じて「ビジネスとジャーナ
リズムの両立」を目指している。AI防災協議会理事。

RMFOCUS（第86号）／2023年7月1日発行

発　行／　　　　　　　　　　　　　　　　      営業推進部
発行者／神野 真
編集長／鈴木 耕吉

【照会先】〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-105
ワテラスアネックス
TEL ： 03-5296-8911（代表）／FAX ： 03-5296-8940 
https://www.irric.co.jp/

（無断転載はお断りいたします）

〈本号でお話をうかがった方（敬称略）〉Japan Financial Innovation Award 2023」で 「金融機関賞」を受賞

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループの三井住友海上火災保険株式会社（代表取締役社長：舩曵 真一郎）、あいおいニッセイ同和損害保
険株式会社（代表取締役社長：新納 啓介）およびＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社（代表取締役社長：一本木 真史）は、今般、株式会
社FINOLAB（代表取締役：伊藤 千恵）と一般社団法人金融革新同友会FINOVATORS（代表理事：増島 雅和）が主催する「Japan 
Financial Innovation Award 2023」にて、「金融機関賞」を受賞しました。
今回で4回目の開催となる本表彰制度は、金融分野における情報通信技術を活用した先進的な取り組みを促進し、業界内でのベストプラ
クティスの共有に加え、企業グループや業種の垣根を超えたオープンイノベーションの拡大を目的に設立されたものです。
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループは、リスクソリューションのプラットフォーマーとして、あらゆる社会課題の解決に貢献し、社会と共に
成長していくことを目指していきます。

本表彰制度は、金融イノベーションの取り組みを表彰する制
度で、「スタートアップ」、「金融機関」、「コラボレーション」の3
つのカテゴリから成り立っています。
2022年にプレスリリースされた金融関連のイノベーション案
件約300件の中から、先進性、成長性、金融業界変革の可能性
の観点で、全11件、金融機関賞3件が表彰されました。

１  「Japan Financial Innovation Award 2023」について

※詳細は、FINOLABのWebサイトをご参照ください。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000049702.
html

⑴受賞案件
●ＡＩ技術を活用して潜在的な交通事故発生リスクを評価・
可視化－ 「事故発生リスクＡＩアセスメント」
https://www.ms-ins.com/news/fy2022/pdf/1128_1.pdf

⑵受賞内容
●金融機関賞
データ活用により事故を未然に防止し、利用者の安心・安全
の確保に役立つ点が評価されました。

2  受賞概要

（ご参考）

■FINOLABコミュニティの概要
FINOLAB（The Fintech Center of Tokyo, FINOLAB）は、世界有数の国際金融センターである東京・大手町エリアを
拠点とするFintechのエコシステムの形成および新規ビジネス創出を目的とした会員制のコミュニティ＆スペースです。2016
年2月に開設し、2023年2月現在、国内外の金融関連スタートアップ57社、業界団体4団体、事業法人24社が参画しています。

▶Webサイト ：https://finolab.tokyo/jp/
▶YouTube ：https://www.youtube.com/finolabchannel
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ＴＮＦＤ最終提言に備えて
～ ベータ版0.4を踏まえたフレームワーク全体像の解説 ～

企業に求められる脱炭素取組

年間シリーズ

■災害対応におけるユーザー生成情報の活用について
■人的資本調査2022の結果から見る企業の取組状況
～高度な人的資本経営・開示においては人的資本データの一元化が鍵～

■行政処分を受けた貸切バス事業者の「運輸安全マネジメント評価」結果にみる
安全管理体制構築の課題とポイント

基礎研究レポート基礎研究レポート
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自然資本・生物多様性に対する取り組みの現状
～ネイチャーポジティブに向けた動き～
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